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地域医療支援病院について 

 

１．趣 旨 
医療施設機能の体系化の一環として、患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、

紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、第一線の地域医療を担うかかりつけ医、
かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有するもの
について、都道府県知事が個別に承認している。 

 

２．役 割 

○紹介患者に対する医療の提供（かかりつけ医等への患者の逆紹介も含む） 

○医療機器の共同利用の実施  ○救急医療の提供  ○地域の医療従事者に対する研修の実施 

 
３．承認要件 
 

 開設主体：原則として国、都道府県、市町村、特別医療法人、公的医療機関、医療法人等（詳細は別添２参照） 
 紹介患者中心の医療を提供していること 

① 紹介率８０％を上回っていること（紹介率が６０％以上であって、承認後２年間で当該紹介率が８０％を達
成することが見込まれる場合を含む。） 

② 紹介率が６０％を超え、かつ、逆紹介率が３０％を超えること 
③ 紹介率が４０％を超え、かつ、逆紹介率が６０％を超えること  

 救急医療を提供する能力を有すること 
 建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること 
 地域医療従事者に対する教育を行っていること 
 原則として 200 床以上の病床、及び地域医療支援病院としてふさわしい施設を有すること 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



４．承認を受けている病院（平成１９年３月３０日現在） 

  合計 １５３病院 （別添１参照） 

 

５．平成１６年に行った承認要件の見直しの概要 

（１）開設主体の追加 

平成１６年５月１８日付 厚生労働省告示第２２６号において、新たに以下の開設主体を追加。 

① 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人   ② 独立行政法人 労働者健康福祉機構 

③ 次の２要件を満たす病院であって、かつ、地域における医療の確保のために必要な支援の実施に相当の
実績を有している病院を開設する者 

・エイズ治療拠点病院又は地域がん診療拠点病院であること 

・保険医療機関であること 

（２）紹介率の見直し 

従来の要件に加え、新たに逆紹介率の概念も含めた①紹介率が６０％を超え、かつ、逆紹介率が３０％を超
えること②紹介率が４０％を超え、かつ、逆紹介率が６０％を超えることという２要件を追加した。 

（３）その他 

・ 紹介率の算定式中にある「紹介患者の数」及び「救急患者の数」について、全て初診患者のみを対象とす
ることを明確化したこと。 

・ 紹介率又は逆紹介率の算定に当たって、紹介元又は逆紹介先が特定の医療機関に偏っている場合の対応に
ついて規定したこと。                                   等 

 

 



６．地域医療支援病院制度創設時の医療審議会の答申 

○ 医療審議会の答申（平成８年４月２５日）によれば、地域医療支援病院が果たすべき機能としては、以下のも

のが想定されていたところ。（☆：現在の地域医療支援病院の承認要件となっているもの ★：現在の地域医療支

援病院の承認要件とされていないもの） 

 
☆紹介患者の積極的な受け入れ         ☆施設・設備の開放等 

☆救急医療の実施               ☆地域の医療関係者に対する研修 

★在宅医療の支援               ★医療機関に対する情報提供 等 

 

 

 

〈参考〉「今後の医療体制の在り方について（意見具申）」（平成８年４月２５日 医療審議会）（関係部分抜粋） 

 
Ⅱ．医療施設機能の体系化 

１．患者のニーズに応じた医療機関の在り方 

（６）地域医療の充実・支援を行う医療機関の在り方 

○地域の診療所や中小病院は、地域における医療の中心的な提供主体としてプライマリケアを担っているとこ

ろであるが、地域で必要な医療を確保し、地域の医療機関の連携等を図る観点から、かかりつけ医等を支援

する医療機関の位置付けを検討することが必要である。このような医療機関としては、一定規模の病床を有

し、救急医療の実施や在宅医療の支援、施設・設備の開放等を行うとともに、地域の医師等医療従事者に対

する研修、医療機関に対する情報提供等の機能を持つことが適当である。また、がん等の単一の機能を有す

る病院であっても、地域の医療機関と連携して、必要な医療の確保に寄与する場合には、地域の医療を支援

する医療機関として位置付けていくことが適当であろう。なお。これらの医療機関は、紹介患者を積極的に

受け入れていくことが期待される。

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



医療提供体制に関する意見（抄） 

 

平成１７年１２月８日 

社会保障審議会医療部会 

 

４．医療機能の分化連携の推進 

 
４－４ 医療施設の類型、医療施設に係る諸基準の見直し 

 

（１）地域医療支援病院 

 

○ 地域医療支援病院の管理者の義務として、「地域において在宅医療等を提供する他の医療機関等を支援」する機

能を発揮すべきことを医療法に規定する。 

○ 地域医療支援病院の開設者から毎年提出される業務報告について、都道府県知事が公表する仕組みを新設する。 

  地域医療支援病院の承認後に承認要件を満たさなくなった場合等において、改善を指導してもなお要件を満たさ

ない場合には法に従い承認の取消しを行う等、各都道府県において、制度の趣旨に沿った運用が行われるよう促す。 

○ 医療連携体制の構築との関係や地域医療支援病院に本来求められる機能や承認要件のあり方等、地域医療支援病

院制度全般にわたる検討課題について、医療施設体系のあり方に関する検討会を開催して検討を進める。 

 

 



（別添１）

　　　 　　　（平成１９年３月３０日現在）

都道府県名 医療機関名 病床数(床) 承認年月日 二次医療圏名

1 北海道 函館市医師会病院 240 平成11年3月18日 南渡島医療圏

2 北海道 釧路市医師会病院 126 平成11年8月5日 釧路医療圏

3 北海道 旭川赤十字病院 765 平成16年5月17日 上川中部医療圏

4 北海道 総合病院北見赤十字病院 695 平成17年4月28日 北網療圏

5 北海道 札幌社会保険総合病院 276 平成18年10月3日 札幌医療圏

6 青森県 八戸市立市民病院 609 平成14年11月29日 八戸医療圏

7 青森県 独立行政法人労働者健康福祉機構青森労災病院 474 平成16年9月22日 八戸医療圏

8 宮城県 財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 330 平成10年9月1日 仙台医療圏

9 宮城県 仙台厚生病院 383 平成14年11月14日 仙台医療圏

10 宮城県 みやぎ県南中核病院 300 平成16年11月19日 仙南医療圏

11 宮城県 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 698 平成17年11月25日 仙台医療圏

12 宮城県 宮城県立こども病院 160 平成18年11月15日 仙台医療圏

13 宮城県 東北厚生年金病院 500 平成18年11月15日 仙台医療圏

14 秋田県 秋田県成人病医療センター 127 平成12年2月23日 秋田周辺医療圏

15 秋田県 能代山本医師会病院 200 平成12年2月23日 能代･山本医療圏

16 山形県 山形市立病院済生館 585 平成15年11月25日 村山医療圏

17 福島県 財団法人竹田綜合病院 1,097 平成14年2月22日 会津医療圏

18 福島県 労働者健康福祉機構福島労災病院 428 平成15年5月18日 いわき医療圏

19 福島県 財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 430 平成18年3月1日 県中医療圏

20 福島県 財団法人星総合病院 480 平成19年3月30日 県中医療圏

21 茨城県 筑波メディカルセンター病院 409 平成11年3月25日 つくば医療圏

22 茨城県 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 500 平成18年8月11日 水戸医療圏

23 茨城県 取手北相馬保健医療センター医師会病院 215 平成18年8月11日 取手・龍ヶ崎医療圏

24 栃木県 佐野医師会病院 153 平成12年3月24日 両毛医療圏

25 栃木県 大田原赤十字病院 556 平成18年12月14日 県北医療圏

26 群馬県 社団法人伊勢崎佐波医師会病院 255 平成11年6月1日 伊勢崎佐波医療圏

27 群馬県 前橋赤十字病院 592 平成13年12月27日 前橋医療圏

28 群馬県 独立行政法人国立病院機構高崎病院 451 平成17年2月28日 高崎・安中医療圏

29 群馬県 医療法人社団日高会日高病院 185 平成17年4月1日 高崎・安中医療圏

30 群馬県 公立藤岡総合病院 395 平成18年4月1日 藤岡医療圏

31 埼玉県 大宮医師会市民病院 240 平成10年10月1日 中央医療圏

32 埼玉県 埼玉県立小児医療センター 300 平成10年10月1日 東部医療圏

33 埼玉県 社団法人東松山医師会病院 269 平成14年2月18日 比企医療圏

34 埼玉県 北里研究所メディカルセンター病院 440 平成15年7月29日 中央医療圏

35 埼玉県 医療法人財団石心会狭山病院 349 平成16年7月28日 西部第一医療圏

36 埼玉県 医療法人壮幸会行田総合病院 278 平成16年11月5日 利根医療圏

37 千葉県 安房医師会病院 149 平成13年４月１日 安房医療圏

38 千葉県 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 862 平成16年12月20日 安房医療圏

39 千葉県 千葉県こども病院 203 平成16年12月24日 千葉医療圏

40 千葉県 成田赤十字病院 719 平成18年8月30日 印旛山武医療圏

地　域　医　療　支　援　病　院　一　覧



　　　 　　　（平成１９年３月３０日現在）

都道府県名 医療機関名 病床数(床) 承認年月日 二次医療圏名
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41 東京都 （財）東京都保健医療公社多摩南部地域病院 318 平成10年９月４日 南多摩医療圏

42 東京都 （財）東京都保健医療公社東部地域病院 313 平成10年９月４日 区東北部医療圏

43 東京都 医療法人財団河北総合病院 315 平成18年5月9日 区西部医療圏

44 東京都 日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 611 平成18年5月9日 北多摩南部医療圏

45 東京都 財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 320 平成18年5月9日 北多摩南部医療圏

46 東京都 財団法人東京都保健医療公社多摩北部医療センター 340 平成18年5月9日 北多摩北部医療圏

47 神奈川県 藤沢市民病院 506 平成12年４月21日 湘南東部医療圏

48 神奈川県 恩賜財団済生会横浜市南部病院 500 平成15年９月29日 横浜南部医療圏

49 神奈川県 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 489 平成15年10月6日 湘南西部医療圏

50 神奈川県 神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院 500 平成15年10月24日 県北医療圏

51 神奈川県 国家公務員共済組合連合会総合病院横須賀共済病院 812 平成16年3月31日 横須賀・三浦医療圏

52 神奈川県 神奈川県立こども医療センター 422 平成16年11月8日 横浜南部医療圏

53 神奈川県 財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 410 平成16年11月8日 横浜西部医療圏

54 神奈川県 横須賀市立市民病院 482 平成18年9月21日 横須賀・三浦医療圏

55 神奈川県 横浜市立市民病院 626 平成18年9月22日 横浜西部医療圏

56 神奈川県 独立行政法人労働者健康福祉機構関東労災病院 610 平成18年9月27日 川崎南部医療圏

57 新潟県 済生会新潟第二病院 500 平成14年８月27日 新潟医療圏

58 新潟県 新潟市民病院 724 平成16年2月17日 新潟医療圏

59 福井県 福井県済生会病院 466 平成16年3月29日 福井・坂井医療圏

60 長野県 特定医療法人慈泉会相澤病院 471 平成13年８月2日 松本医療圏

61 長野県 独立行政法人国立病院機構長野病院 420 平成14年11月14日 上小医療圏

62 長野県 諏訪赤十字病院 475 平成14年11月14日 諏訪医療圏

63 長野県 長野赤十字病院 774 平成15年8月5日 長野医療圏

64 長野県 飯田市立病院 407 平成16年7月30日 飯伊医療圏

65 岐阜県 岐阜市民病院 609 平成19年2月9日 岐阜医療圏

66 静岡県 静岡県立こども病院 200 平成13年2月23日 静岡医療圏

67 静岡県 県西部浜松医療センター 606 平成13年2月23日 西部医療圏

68 静岡県 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 744 平成16年6月29日 西部医療圏

69 静岡県 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 764 平成16年6月29日 西部医療圏

70 愛知県 名古屋第二赤十字病院 805 平成17年9月30日 名古屋医療圏

71 愛知県 名古屋第一赤十字病院 857 平成18年9月29日 名古屋医療圏

72 愛知県 名古屋共立病院 156 平成18年9月29日 名古屋医療圏

73 愛知県 社会保険中京病院 683 平成18年9月29日 名古屋医療圏

74 三重県 厚生連鈴鹿中央総合病院 460 平成16年3月8日 北勢保健医療圏

75 三重県 厚生連松坂中央総合病院 440 平成16年3月8日 南勢志摩医療圏

76 三重県 山田赤十字病院 655 平成16年3月8日 南勢志摩医療圏

77 滋賀県 大津赤十字病院 829 平成15年6月26日 大津医療圏

78 滋賀県 大津市民病院 562 平成15年6月26日 大津医療圏

79 京都府 京都第二赤十字病院 680 平成18年4月1日 京都・乙訓医療圏

80 京都府 京都第一赤十字病院 745 平成18年12月27日 京都・乙訓医療圏



　　　 　　　（平成１９年３月３０日現在）

都道府県名 医療機関名 病床数(床) 承認年月日 二次医療圏名
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81 京都府 武田病院 300 平成18年12月27日 京都・乙訓医療圏

82 京都府 京都府立与謝の海病院 295 平成18年12月27日 丹後医療圏

83 大阪府 医)橘会東住吉森本病院 329 平成15年2月28日 大阪市医療圏

84 大阪府 医)ペガサス馬場記念病院 542 平成15年2月28日 堺市医療圏

85 大阪府 医)生長会ベルランド総合病院 522 平成16年9月17日 堺市医療圏

86 大阪府 医)愛仁会高槻病院 477 平成17年12月28日 三島医療圏

87 大阪府 宗)在日本南ﾌﾟﾚｽﾋﾞﾃﾘｱﾝﾐｯｼｮﾝ淀川ｷﾘｽﾄ教病院 487 平成17年12月28日 大阪市医療圏

88 大阪府 医療法人若弘会若草第一病院 230 平成18年12月28日 中河内医療圏

89 兵庫県 兵庫県立淡路病院 452 平成13年10月22日 淡路医療圏

90 兵庫県 神戸赤十字病院 310 平成19年3月17日 神戸医療圏

91 和歌山県 独立行政法人労働者健康福祉機構和歌山労災病院 361 平成16年5月24日 和歌山医療圏

92 和歌山県 独立行政法人国立病院機構和歌山病院 410 平成18年6月12日 御坊医療圏

93 和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター 865 平成18年12月13日 和歌山医療圏

94 島根県 益田地域医療センター医師会病院 343 平成10年10月30日 益田医療圏

95 島根県 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 354 平成17年12月22日 浜田医療圏

96 島根県 松江赤十字病院 730 平成19年2月6日 松江医療圏

97 岡山県 岡山中央病院 162 平成13年3月30日 県南東部医療圏

98 岡山県 赤磐医師会病院 196 平成16年7月1日 県南東部医療圏

99 広島県 呉市医師会病院 207 平成11年11月17日 呉医療圏

100 広島県 三原市医師会病院 200 平成11年11月17日 尾三医療圏

101 広島県 厚生連廣島総合病院 570 平成16年8月12日 広島西医療圏

102 広島県 独立行政法人国立病院機構福山医療センター 410 平成18年8月31日 福山・府中医療圏

103 山口県 岩国市医療センター医師会病院 201 平成10年12月21日 岩国医療圏

104 山口県 徳山医師会病院 391 平成13年12月3日 周南医療圏

105 徳島県 徳島赤十字病院 470 平成13年10月１日 南部Ⅰ医療圏

106 徳島県 阿南医師会中央病院 300 平成13年10月１日 南部Ⅰ医療圏

107 徳島県 徳島県立中央病院 540 平成18年3月6日 東部Ⅰ医療圏

108 香川県 医療法人財団大樹会総合病院回生病院 468 平成18年7月25日 中讃保健医療圏

109 愛媛県 喜多医師会病院 235 平成11年8月11日 八幡浜・大洲医療圏

110 愛媛県 松山赤十字病院 745 平成17年5月23日 松山医療圏

111 高知県 医療法人近森会　近森病院 338 平成15年2月25日 中央医療圏

112 高知県 高知赤十字病院 482 平成17年8月16日 中央医療圏

113 福岡県 宗像医師会病院 164 平成12年3月31日 宗像医療圏

114 福岡県 甘木朝倉医師会病院 240 平成12年3月31日 甘木朝倉医療圏

115 福岡県 糸島医師会病院 150 平成15年3月13日 福岡・糸島医療圏

116 福岡県 独立行政法人国立病院機構九州医療センター 700 平成16年2月27日 福岡・糸島医療圏

117 福岡県 社会保険小倉記念病院 658 平成17年4月1日 北九州療内

118 福岡県 新日鐵八幡記念病院 453 平成17年4月1日 北九州療内

119 福岡県 戸畑共立病院 160 平成17年4月1日 北九州療内

120 福岡県 飯塚病院 1116 平成17年4月1日 飯塚療内

121 福岡県 公立学校共済組合九州中央病院 330 平成18年4月1日 福岡・糸島医療圏



　　　 　　　（平成１９年３月３０日現在）

都道府県名 医療機関名 病床数(床) 承認年月日 二次医療圏名

地　域　医　療　支　援　病　院　一　覧

122 佐賀県 佐賀県立病院好生館 541 平成16年11月1日 中部医療圏

123 佐賀県 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 424 平成18年10月31日 南部保健医療圏

124 長崎県 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 650 平成15年3月25日 県央医療圏

125 長崎県 長崎県立島原病院 330 平成16年4月22日 県南医療圏

126 長崎県 独立行政法人国立病院機構長崎神経医療センター 254 平成16年6月28日 県央医療圏

127 長崎県 長崎市立市民病院 414 平成17年10月1日 長崎医療圏

128 熊本県 天草地域医療センター 200 平成11年3月29日 天草医療圏

129 熊本県 熊本地域医療センター 227 平成12年7月28日 熊本医療圏

130 熊本県 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター 550 平成14年3月28日 熊本医療圏

131 熊本県 健康保険人吉総合病院 274 平成17年10月12日 球磨医療圏

132 熊本県 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 400 平成18年12月27日 熊本医療圏

133 大分県 大分市医師会立アルメイダ病院 385 平成10年12月25日 大分医療圏

134 大分県 臼杵市医師会立コスモス病院 202 平成12年7月1日 臼津医療圏

135 大分県 医療法人敬和会大分岡病院 231 平成18年10月5日 大分保健医療圏

136 大分県 独立行政法人国立病院機構別府医療センター 550 平成18年10月5日 別杵速見保健医療圏

137 宮崎県 宮崎市郡医師会病院 248 平成10年12月1日 宮崎東諸県医療圏

138 宮崎県 都城市郡医師会病院 166 平成13年1月10日 都城北諸県医療圏

139 宮崎県 県立延岡病院 460 平成18年11月28日 北部医療圏

140 宮崎県 宮崎社会保険病院 269 平成18年11月28日 宮崎東諸県医療圏

141 鹿児島県 鹿児島市医師会病院 255 平成10年10月27日 鹿児島医療圏

142 鹿児島県 川内市医師会立市民病院 220 平成12年１月31日 川薩医療圏

143 鹿児島県 出水郡医師会立阿久根市民病院 261 平成17年8月25日 出水医療圏

144 鹿児島県 霧島市医師会医療センター 254 平成18年2月28日 姶良医療圏

145 鹿児島県 肝属郡医師会立病院 213 平成17年8月25日 肝属医療圏

146 鹿児島県 曽於郡医師会立病院 203 平成16年9月22日 曽於医療圏

147 鹿児島県 南風病院 338 平成17年8月25日 鹿児島医療圏

148 鹿児島県 独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 370 平成18年2月28日 鹿児島医療圏

149 鹿児島県 県民健康プラザ鹿屋医療センター 186 平成18年9月12日 肝属医療圏

150 沖縄県 医療法人仁愛会浦添総合病院 302 平成13年6月26日 南部医療圏

151 沖縄県 医療法人敬愛会中頭病院 326 平成16年11月18日 中部医療圏

152 沖縄県 沖縄県立中部病院 550 平成17年2月14日 中部医療圏

153 沖縄県 (社)北部地区医師会病院 236 平成17年8月30日 北部医療圏
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各二次医療圏における地域医療支援病院の数 ※（　）は各都道府県における地域医療支援病院の数

医療圏名 数 医療圏名 数 医療圏名 数 医療圏名 数 医療圏名 数 医療圏名 数 医療圏名 数

北
海
道

（
５

）
※

南渡島 1

宮
城
県

（
６

）

仙南 1 古河・板東

東
京
都

（
６

）

区南部 (

0

)

能登中部

愛
知
県

（
４

）

尾張東部
兵
庫
県

（
２

）

東播磨
南檜山 岩沼 常陸太田・ひたちなか 区西南部 能登北部 尾張西部 北播磨
北渡島檜山 仙台 5 栃

木
県

（
２

）

県北 1 区西部 1 福
井
県

(

1

)

福井・坂井 1 尾張北部 中播磨
札幌 1 塩釜 県西 区西北部 奥越 知多半島 西播磨
後志 黒川 県東・央 区東北部 1 丹南 西三河北部 但馬
南空知 大崎 県南 区東部 嶺南 西三河南部 丹波
中空知 栗原 両毛 1 西多摩 山

梨
県

(

０

)

中北 東三河北部 淡路 1
北空知 登米

群
馬
県

（
５

）

前橋 1 南多摩 1 峡東 東三河南部 奈
良
県

(

0

)

奈良
西胆振 石巻 高崎・安中 2 北多摩西部 峡南 三

重
県

(

3

)

北勢 1 東和
東胆振 気仙沼 渋川 北多摩南部 2 富士・東部 中勢伊賀 西和
日高

秋
田
県

（
２

）

大館・鹿角 藤岡 1 北多摩北部 1

長
野
県

（
５

）

佐久 南勢志摩 2 中和
上川中部 1 鷹巣・阿仁 富岡 島 し ょ 上小 1 東紀州 南和
上川北部 能代・山本 1 吾妻

神
奈
川
県

（
１
０

）

横浜北部 諏訪 1
滋
賀
県

（
２

）

大津 2 和
歌
山
県

(

３

)

和歌山 2
富良野 秋田周辺 1 沼田 横浜西部 2 上伊那 湖南 那賀
留萌 本荘・由利 伊勢崎 1 横浜南部 2 飯伊 1 甲賀 橋本
宗谷 大曲・仙北 桐生 川崎北部 木曽 東近江 有田
北網 1 横手・平鹿 太田・館林 川崎南部 1 松本 1 湖東 御坊 1
遠紋 湯沢・雄勝

埼
玉
県

（
６

）

東部 1 横須賀・三浦 2 大北 湖北 田辺
十勝 山

形
県

(

１

)

村山 1 中央 2 湘南東部 1 長野 1 湖西 新宮
釧路 1 最上 西部第一 1 湘南西部 1 北信 京

都
府

（
４

）

丹後 1
鳥

取

県

(

0

)

東部
根室 置賜 西部第二 県央 岐

阜
県

(

１

)

岐阜 1 中丹 中部

青
森
県

（
２

）

津軽地域 庄内 比企 1 県北 1 西濃 南丹 西部
八戸地域 2

福
島
県

（
４

）

県北 秩父 県西 中濃 京都・乙訓 3
島
根
県

(

３

)

松江 1
青森地域 県中 2 児玉

新
潟
県

（
２

）

下越 東濃 山城北 雲南
西北五地域 県南 大里 新潟 2 飛騨 山城南 出雲
上十三地域 会津 1 利根 1 県央

静
岡
県

(

４

)

賀茂

大
阪
府

(

６

)

豊能 大田
下北地域 南会津

千
葉
県

（
４

）

千葉 1 中越 熱海伊東 三島 1 浜田 1

岩
手
県

（
０

）

盛岡 相双 東葛南部 魚沼 駿東田方 北河内 益田 1
岩手中部 いわき 1 東葛北部 上越 富士 中河内 1 隠岐
胆江

茨
城
県

（
３

）

水戸 1 印旛山武 1 佐渡 静岡 1 南河内 岡
山
県

(

2

)

県南東部 2
両磐 日立 香取海匝 富

山
県

(

0

)
新川 志太榛原 堺市 2 県南西部

気仙 鹿行 夷隅長生 富山 中東遠 泉州 高梁・新見
釜石 土浦 安房 2 高岡 西部 3 大阪市 2 真庭
宮古 つ く ば 1 君津 砺波 愛

知
県

名古屋 4 兵
庫
県

神戸 1 津山・英田
久慈 取手・竜ケ崎 1 市原 石

川
県

南加賀 海部 阪神南 広
島
県

広島
二戸 筑西・下妻 区中央部 石川中央 尾張中部 阪神北 広島西 1



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各二次医療圏における地域医療支援病院の数 ※（　）は各都道府県における地域医療支援病院の数

医療圏名 数 医療圏名 数 医療圏名 数 ○表は、平成１９年３月３０日現在のものである。

広
島
県

(

４

)

呉 1

福
岡
県

（
９

）

宗像 1

大
分
県

（
４

）

東国東
広島中央 筑紫 別杵速見 1 ○二次医療圏は全国に３５８圏存在する。
尾三 1 甘木・朝倉 1 大分 2
福山・府中 1 久留米 臼津 1 ○そのうち、１１０圏に地域医療支援病院が設置されている。
備北 八女・筑後 佐伯

山
口
県

(

2

)

岩国 1 有明 大野 ○地域医療支援病院の数は、１５３病院である。
柳井 飯塚 1 竹田直入
周南 1 直方・鞍手 日田玖珠
山口・防府 田川 中津下毛
宇部・小野田 北九州 3 宇佐高田
下関 京築

宮
崎
県

（
４

）

宮崎東諸県 2
長門 佐

賀
県

(

２

)

中部 1 都城北諸県 1
萩 東部 宮崎県北部 1

徳
島
県

(

3

)

東部Ⅰ 1 北部 日南串間
東部Ⅱ 西部 西諸
南部Ⅰ 2 南部 1 西都児湯
南部Ⅱ

長
崎
県

（
４

）

長崎 1 日向入郷
西部Ⅰ 佐世保

鹿
児
島
県

（
９

）

鹿児島 3
西部Ⅱ 県央 2 指宿

香
川
県

(

１

)

大川 県南 1 南薩
小豆 県北 日置
高松 五島 川薩 1
中讃 1 上五島 出水 1
三豊 壱岐 伊佐

愛
媛
県

(

2

)

宇摩 対馬 姶良 1
新居浜・西条

熊
本
県

(

５

)

熊本 3 曽於 1
今治 宇城 肝属 2
松山 1 有明 熊毛
八幡浜・大洲 1 鹿本 奄美
宇和島 菊池 沖

縄
県

(

4

)

北部 1
高
知
県

(

2

)

安芸 阿蘇 中部 2
中央 2 上益城 南部 1
高幡 八代 宮古
幡多 芦北 八重山

福
岡
県

福岡・糸島 3 球磨 1
粕屋 天草 1



 
 
 
 
 
 
 
 

特定機能病院について 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



特定機能病院制度について 
 

１ 趣 旨 
良質な医療を効率的に提供するためには、機能・特質に応じた施設の体系化を進めることを通じ、医療資源がより有

効に活用されるようにすることが必要。このため、平成４年の第２次医療法改正において特定機能病院を制度化し、高

度な医療を提供する医療機関については、以下のような趣旨に基づき、厚生労働大臣が個別に承認している。 

(1) 高度な医療技術水準の確保のためには、継続して高度医療を必要とする症例を扱うことが必要。 

(2) 高度医療のための人員、設備を、多くの医療機関で持つことは非効率。 

(3) 患者にとっても、真に高度な医療が必要かどうかをいったん地域の医療機関で判断してもらった上で、必要に応じ

高度な医療機関に行く仕組みが妥当（紹介制の考え方の導入）。 

 

２ 役 割 
○ 高度医療の提供     ○ 高度医療技術の開発・評価     ○ 高度医療に関する研修        

 

３ 承認要件 
○ 高度の医療の提供、開発及び評価、並びに研修を実施する能力を有すること。 

○ 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること（紹介率３０％以上の維持） 

○ 病床数･･････400 床以上の病床を有することが必要。 

○  人員配置 

・医 師････通常の病院の２倍程度の配置が最低基準。 

・薬剤師････入院患者数÷30 が最低基準。（一般は入院患者数÷70） 

・看護師等･･入院患者数÷２が最低基準。（一般は入院患者数÷３） 

［外来については、患者数÷30 で一般病院と同じ］ 

・管理栄養士１名以上配置。 

○  構造設備････集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室が必要。   等 

 
 



４ 平成１６年に行った承認要件の見直しについて 
 
（１） 見直しの経緯 

   特定機能病院に係る承認要件のうち、病床数について「規制改革推進３か年計画（再改定）」において指摘がなさ

れたことを踏まえ、従来の「５００床」から「４００床」に病床数の緩和を行うとともに、併せて、高度な医療を提

供する等の特定機能病院本来の趣旨に沿って、特定機能病院の高度医療に関する要件の見直しを行うこととしたもの。 

 

（２） 見直しの概要（改正後の詳細な要件は、別紙参照） 

○ 医療法施行規則第６条の５に定める特定機能病院の有すべき病床数をそれまでの「５００床」から「４００床」

に緩和。 

○ 医療法施行規則第９条の２０に定める特定機能病院の管理者が行うべき事項のうち 

１． 高度の医療の提供について、それまでの努力義務を、管理者の義務としたこと。 

２． 高度の医療技術の開発及び評価について、それまでの努力規定を、管理者の義務としたこと。 

 ○ 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」（平成５年２月１５日健政発第９８号厚生省健康政策局長

通知）について、以下を内容とする改正を行った。 

１． 高度の医療に係る範囲の見直し。 

２． 高度の医療技術の研究及び開発に係る要件の明確化。   

３． 高度の医療に関する研修に係る要件の明確化。 

 

５ 承認を受けている病院（８１病院 平成１９年４月１日現在） 
 

○ 大学病院の本院（７８病院）   ○  国立がんセンター   ○  国立循環器病センター 

○ 大阪府立成人病センター 



特定機能病院に係る基準について 
項   目 承    認    基    準 

標榜診療科目 
(規則六の四) 

次のうち１０以上 
  内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚泌尿器科、皮膚科   泌尿器科、産婦人科、

産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、放射線科、歯科 麻酔科 
病 床 数 
 (規則六の五) 

４００床以上                                 

人員配置 
①医師 
(規則二二の二Ⅰ1) 

（入院(歯科を除く)患者数＋外来患者数(歯科を除く)／２．５）／８ 
 その端数を増すごとに１人以上 

②歯科医師 
(規則二二の二Ⅰ2) 

歯科入院患者／８  その端数を増すごとに１人以上  
歯科外来患者については病院の実情に応じ、必要と認められる数を加える 

③薬剤師 
(規則二二の二Ⅰ3) 

  入院患者数／３０  その端数を増すごとに１人以上 
  調剤数／８０     その端数を増すごとに１人（標準） 

④看護師及び准看護師 
(規則二二の二Ⅰ4) 
 
 

  入院患者数／２   その端数を増すごとに１人 
 外来患者数／３０  その端数を増すごとに１人以上 
  産婦人科又は産科においては、その適当数を助産師とする 
 歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においては、その適当数を歯科衛生士とすることができる 

⑤管理栄養士 
(規則二二の二Ⅰ5) 

１人以上 

⑥診療放射線技師､事務

員その他の従業者 
(規則二二の二Ⅰ6) 

 病院の実情に応じた適当数 
 



構造設備 
①集中治療室 
(法二二の二2) 
  (規則二二の三1) 

・集中管理を行うにふさわしい広さ（１病床当たり１５㎡：通知) 
・人工呼吸装置その他の集中治療に必要な機器 
  （人工呼吸装置のほか人工呼吸装置以外の救急蘇生装置、心電計、心細動除去装置、ペースメーカー等

を想定：通知） 
②無菌治療室

(規則二二の四) 
  無菌状態の維持された病室 (空気清浄度がｸﾗｽ1万以下程度:通知) 

③医薬品情報

管理室 
  (規則二二の四) 

  医薬品に関する情報の収集、分類、評価及び提供の機能 
  (他の用途の室と共用も可：通知) 

④その他の設

備等 
  (法二二の二5) 

  化学、細菌及び病理の検査施設、病理解剖室、研究室、講義室、図書室 
 

紹介率 
①算定式    
(規則九の二〇6ｲ)  

   Ａ＋Ｂ＋Ｃ   Ａ：紹介患者の数  
      Ｂ＋Ｄ     Ｂ：他の病院又は診療所に紹介した患者の数 
                 Ｃ：救急用自動車によって搬入された患者の数 
                 Ｄ：初診の患者の数 

②率 
(規則九の二〇6ﾛ) 

  ３０％以上 
    （下回った場合、改善計画作成） 

安全管理体制

及び院内感染

対策のための

体制 
(規則九の二三) 

・専任の医療に係る安全管理を行う者及び専任の院内感染対策を行う者を配置すること。 
・医療に係る安全管理を行う部門を設置すること 
・当該病院に患者からの安全管理に係る相談に適切に応じる体制を確保すること。 

 



高度医療提供

(規則九の二〇Ⅰ1ｲ) 
(規則九の二〇Ⅰ1ﾛ) 
 
 
 

・特定機能病院以外の病院では通常提供することが難しい診療を提供すること。 
  ①高度先進医療（保険医療機関及び保険医療養担当規則第５条の２第２項に規定するもの。） 
  ②特定疾患治療研究事業の対象とされている疾患についての診療。 
                               （：通知） 
※ この場合において、①の高度先進医療の提供は必須とし、厚生労働大臣の承認を受けた①の高度先進

医療が１件の場合には、併せて、②の特定疾患治療研究事業に係る診療を年間５００人以上の患者に対し

て行うものであること。 
 
・臨床検査及び病理診断を適切に実施する体制を確保すること。 
（病院内に臨床検査及び病理診断を実施する部門を設けること。別々でなくても可。従業者は専任でなく

ても可。：通知）  
高度医療開発

及び評価 
(規則九の二〇2ｲ) 
(規則九の二〇2ﾛ) 

・当該特定機能病院に所属する医師等の行う研究が、国、地方公共団体又は民法第３４条の規定に基づき

設立された法人から補助金の交付又は委託を受けものであること、及び当該特定機能病院に所属する医師

等が発表した論文の数が年間１００件以上であること。（：通知） 
・医療技術の有効性及び安全性を適切に評価すること。 

高度医療研修

(規則九の二〇3) 
・医師及び歯科医師法の規定による臨床研修を修了した医師及び歯科医師に対する専門的な研修を実施す

るものでその数が年間平均３０人以上であること。（：通知） 

諸記録 
(規則九の二〇4) 
(規則九の二〇5) 

・診療並びに病院の管理及び運営に関する責任及び担当者を定め、諸記録を適切に分類管理すること。 
・診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧に関する責任者、担当者及び閲覧の求めに応じる

場所を定め、当該場所を見やすいように掲示する 
その他 
（努力目標）

・救急用又は患者輸送用自動車を備えていることが望ましい。：通知 
・病院内に地域医療の連携推進のための委員会等（病院内の関係者を構成員することでも可）を設けるこ

とが望ましい。（：通知） 
・救急患者に対して必要な医療を提供する体制が確保されていることが望ましい。（：通知） 

 



医療提供体制に関する意見（抄） 

 

平成１７年１２月８日 

社会保障審議会医療部会 

 

４．医療機能の分化連携の推進 

４－４ 医療施設の類型、医療施設に係る諸基準の見直し 

 
（２）特定機能病院 

 

○ 地域の医療連携体制の構築において、高度な医療技術や専門性を必要とする治療などの医療需要に対応できる機能等

を有する「医療連携体制を支える高度な医療機能を有する病院」が必要とされていることから、特定機能病院にこのよ

うな病院としての役割を期待し、「高度な医療の提供等に当たり医療連携体制の構築に配慮すること」を、特定機能病

院の管理者の義務として医療法に規定する。 

○ 高度先進医療の見直しに伴い、特定機能病院の要件の一つである「高度の医療」の範囲について整理する。 

○ 看護職員の人員配置標準について、医療安全の推進を図る観点から、特定機能病院に係る入院患者数に対する基準を

引き上げる（現行２．５対１）。 

○ 今後検討を進めていく必要のある専門医の育成のあり方、医療機関間における機能分化と連携等に係る論点も踏まえ

て、特定機能病院に本来求められる機能や承認要件及び名称等、特定機能病院制度のあり方について、医療施設体系の

あり方に関する検討会において検討する。 

 



特 定 機 能 病 院 の 現 状 に つ い て  ( H 1 ７年 度 業 務 報 告 )
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特 定 機 能 病 院 の 現 状 に つ い て  ( H 1 ７ 年 度 業 務 報 告 )

　※概ね平成19年6月を目途に基準に適合することが必要。（経過措置）

(参考) 特定機能病院における高度先進医療(医科)の承認状況(平成17年度)

1  ・顔面骨又は頭蓋骨の観血的移動術                     8件 15  ・スキ ファ 2件ンド イバー法による悪性高熱症診断法                             

2  ・培養細胞による先天性代謝異常診断                                       9件 16  ・ 1件血小板膜糖蛋白異常症の病型及び病因診断                           

3  ・溶血性貧血症の 1件病因解析及び遺伝子解析診断法                         17  ・焦点式高エネル 4件ギー超音波療法                                           

4  ・経皮的埋め 4件込み電極を用いた機能的電子刺激療法                         18  ・オー 用 ア ー 0件プンＭＲを いた腰椎椎間板ヘルニ に対するヤグレーザ による経皮的椎間板減圧術

5  ・ 2件人工括約筋を用いた尿失禁の治療                                         19  ・脳死肝臓移植手術 6件

6  ・人工中耳                                                     4件 20  ・肺腫瘍の イ 3件ＣＴガ ド下気管支鏡検査

7  ・実物大臓器立体モデルによる手術計画                          15件 21  ・ 4件先天性血液凝固異常症の遺伝子診断                                   

8  ・レーザー血管形成術 2件 22  ・筋緊張性ジストロフィーのＤ 2件ＮＡ診断

9  ・悪性腫瘍の 5件遺伝子診断 23  ・ＳＤＩ法による抗がん剤感受性試験             2件

10  ・進行性筋ジストロフィーのＤ 4件ＮＡ診断 24  ・内視鏡下頸部良性腫瘍摘出術 9件

11  ・性腺機能不全の早期診断法                        1件 25  ・栄養障害型表皮水疱症のＤＮＡ診断         2件

12  ・経皮的レーザー椎間板切除術 3件 26  ・家族性ア ド 2件ミロイ ーシスのＤＮＡ診断           

13  ・活性化自己リンパ球移入療法 10件 27  ・三次元形状解析に 0件よる顔面の形態的診断

14  ・ る 0件造血器腫瘍細胞におけ 薬剤耐性遺伝子産物Ｐ糖蛋白の測定                 28  ・マス・スペクトロメト よ 1件リーに る家族性アミロイドーシスの診断
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(参考) 特定機能病院における高度先進医療(医科)の承認状況(平成17年度)

29  ・抗がん剤感受性試験             6件 61  ・硬膜外腔内視鏡に 3件よる難治性腰下肢痛の治療

30  ・子宮頸部前が Ｎ 1件ん病変のＨＰＶ-Ｄ Ａ診断 62  ・重症ＢＣＧ 1件副反応症例における遺伝子診断

31  ・不整脈疾患におけ 2件る遺伝子診断         63  ・自家液体窒素処理骨に 1件よる骨軟部腫瘍切除後骨欠損の再建

32  ・腹腔鏡下肝切除術          8件 64  ・膵腫瘍に 2件対する腹腔鏡補助下膵切除術

33  ・画像支援ナビゲーション手術 6件 65  ・低悪性度非ホジキンリンパ腫の 1件遺伝子診断

34  ・悪性腫瘍に 0件対する粒子線治療 66  ・ 1件悪性脳腫瘍に対する抗がん剤治療における薬剤耐性遺伝子解析

35  ・エキシマレーザーによ 1件る治療的角膜切除術 67  ・高発が ＤＮ 1件ん性遺伝性皮膚疾患の Ａ診断

36  ・成長障害のＤＮＡ診断     2件 68  ・筋過緊張に 1件対するｍｕｓｃｌｅ　ａｆｆｅｒｅｎｔ　ｂｌｏｃｋ（ＭＡＢ）治療

37  ・心臓移植手術 3件 69  ・Ｑ熱診断に 1件おける血清抗体価測定及び病原体遺伝子診断

38  ・腹腔鏡下前立腺摘除術 15件 70  ・エキシマレーザー冠動脈形成術 0件

39  ・生体部分肺移植術 5件 71  ・活性化Ｔリンパ球移入療法 2件

40  ・ＣＴ透視ガ 1件イド下生検 72  ・抗が －ＤＳＴ 1件ん剤感受性試験 (ＣＤ 法)

41  ・門脈圧亢進症に 1件対する経頸静脈肝内門脈大循環短絡術 73  ・膵臓移植手術 2件

42  ・乳房温存療法に 1件おける鏡視下腋窩郭清術 74  ・胸部悪性腫瘍に 1件対するラジオ波焼灼療法

43  ・悪性黒色腫に 5件おけるセンチネルリンパ節の遺伝子診断 75  ・家族性アルツハイマー病の 1件遺伝子診断

44  ・ 3件腫瘍性骨病変及び骨粗鬆症に伴う骨脆弱性病変に対する経皮的骨形成術 76  ・腎悪性腫瘍に 1件対するラジオ波焼灼療法

45  ・声帯内自家側頭筋膜移植術 1件 77  ・膀胱尿管逆流症に 1件対する腹腔鏡下逆流防止術

46  ・骨髄細胞移植に 13件よる血管新生療法 78  ・脳死肺移植手術 5件

47  ・ミトコンドリア病 0件のＤＮＡ診断 79  ・中枢神経白質形成異常症の 0件遺伝子診断

48  ・ るセ 5件悪性黒色腫又は乳がんにおけ ンチネルリンパ節の同定と転移の検索 80  ・三次元再構築画像に 2件よる股関節疾患の診断と治療

49  ・鏡視下肩峰下腔徐圧術 1件 81  ・樹状細胞及び腫瘍抗原ペプチドを用いたがん 1件ワクチン療法

50  ・神経変性疾患のＤＮ 3件Ａ診断 82  ・内視鏡下甲状腺が 1件ん手術

51  ・脊髄性筋萎縮症のＤＮ 1件Ａ診断 83  ・骨腫瘍の 1件ＣＴ透視ガイド下経皮的ラジオ波焼灼療法

52  ・難治性眼疾患に 2件対する羊膜移植術 84  2件・泌尿生殖器腫瘍の後腹膜リンパ節転移に対する腹腔鏡下リンパ節郭清術

53  ・固形が 0件んに対する重粒子線治療 85  ・ＨＬＡ抗原不一致血縁ドナーからのＣ 0件Ｄ３４陽性造血幹細胞移植

54  ・脊椎腫瘍に 1件対する腫瘍脊椎骨全摘術 86  ・下肢静脈瘤に 1件対する血管内レーザー治療法

55  ・カフェイン併用化学療法 1件 87  ・ ア グレーザー 0件頚椎椎間板ヘルニ に対するヤ による経皮的椎間板減圧術（ＣＴ透視下法）

56  ・31燐- スコ ケ る 1件磁気共鳴スペクトロ ピーと ミカルシフト画像によ 糖尿病性足病変の非侵襲的診断 88  ・胎児胸腔・羊水腔シャントチューブ留置術 2件

57  ・特発性男性不妊症又は性腺機能不全症の 1件遺伝子診断 89  ・活性化血小板の 1件検出

58  ・胎児尿路・羊水腔シャント術 1件 90  ・早期胃が 1件んに対する腹腔鏡下センチネルリンパ節検索

59  ・遺伝性コプロポルフィン症のＤ 2件ＮＡ診断 91  ・ケラチン病の 1件遺伝子診断

60  ・固形腫瘍（神経芽腫）の 1件ＲＮＡ診断 92  ・隆起性皮膚線維肉腫の 1件遺伝子診断



(参考) 特定機能病院における高度先進医療(医科)の承認状況(平成17年度)

93  ・末梢血幹細胞（ＣＤ よ 0件34陽性細胞に限る。）に る血管再生治療

94  ・末梢血単核球移植に 1件よる血管再生治療

95  ・副甲状腺内活性型ビタミンＤ 1件（アナログ）直接注入療法

96  ・グルタミン受容体自己抗体に 0件よる自己免疫性神経疾患の診断

97  ・腹腔鏡下広汎子宮全摘出術 1件

98
 ・一絨毛膜性双胎妊娠において発症した双胎間輸血症候群に
対する内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術

0件

計 243件



特 定 機 能 病 院 の 現 状 に つ い て  ( H 1 ７年 度 業 務 報 告 )

　※概ね平成19年6月を目途に基準に適合することが必要。（経過措置） 　※概ね平成19年6月を目途に基準に適合することが必要。（経過措置）

（注）　福島県立医科大学医学部附属病院及び大阪府立成人病

　　　センターについては、平成18年4月提出の申請書により作成。

　　　それ以外は平成18年10月提出の業務報告により作成。
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特 定 機 能 病 院 の 承 認 状 況

（平成１９年４月１日現在）

区分 医 療 機 関 名 所 在 地 承 認効力日 病 床 数

１ 国 立 が ん セ ン タ ー 中 央 病 院 東 京 都 中 央 区 築 地 ５ 丁 目 １ 番 １ 号 H 5 . 9 . 1 548

２ 国 立 循 環 器 病 セ ン タ ー 大 阪 府 吹 田 市 藤 白 台 ５ 丁 目 ７ 番 １ 号 H 5 . 9 . 1 640

３ 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東 京 都 文 京 区 本 郷 ３ 丁 目 １ 番 ３ 号 H 5 . 1 2 . 1 1,020

４ 日 本 医 科 大 学 付 属 病 院 東 京 都 文 京 区 千 駄 木 １ 丁 目 １ 番 ５ 号 H 5 . 1 2 . 1 1,151

５ 日本 大学 医学 部附属板橋病院 東 京 都 板 橋 区 大 谷 口 上 町 ３ ０ 番 １ 号 H 5 . 1 2 . 1 1,208

６ 東邦大学医療センター大森病院 東京都大田区大森西６丁目１１番１号 H 5 . 1 2 . 1 1,092

７ 関 西 医 科 大 学 附 属 枚 方 病 院 大 阪 府 枚 方 市 新 町 ２ 丁 目 ３ 番 １ 号 H 1 8 . 1 . 1 700

８ 久 留 米 大 学 病 院 福 岡 県 久 留 米 市 旭 町 ６ ７ 番 地 H 5 . 1 2 . 1 1,186

９ 北 里 大 学 病 院 神奈川県相模原市北里１丁目１５番１号 H 5 . 1 2 . 1 1,033

１０ 聖 マ リ ア ン ナ 医 科 大 学 病 院 神奈川県川崎市宮前区菅生２丁目１６番１号 H 5 . 1 2 . 1 1,208

１１ 東 海 大 学 医 学 部 付 属 病 院 神 奈 川 県 伊 勢 原 市 下 糟 屋 １ ４ ３ 番 地 H 5 . 1 2 . 1 1,133

１２ 近 畿 大 学 医 学 部 附 属 病 院 大阪府大阪狭山市大野東３７７番地の２ H 6 . 1 . 1 1,078



区分 医 療 機 関 名 所 在 地 承 認効力日 病 床 数

１３ 自 治 医 科 大 学 附 属 病 院 栃 木 県 下 野 市 薬 師 寺 ３ ３ １ １ 番 地 １ H 6 . 1 . 1 1,130

１４ 長崎大学医学部・歯学部附属病院 長 崎 県 長 崎 市 坂 本 １ 丁 目 ７ 番 １ 号 H 6 . 1 . 1 829

１５ 山 口 大 学 医 学 部 附 属 病 院 山 口 県 宇 部 市 南 小 串 １ 丁 目 １ 番 １ 号 H 6 . 1 . 1 759

１６ 高 知 大 学 医 学 部 附 属 病 院 高知県南国市岡豊町小蓮１８５番地１ H 6 . 1 . 1 605

１７ 秋 田 大 学 医 学 部 附 属 病 院 秋 田 県 秋 田 市 本 道 １ 丁 目 １ 番 地 １ 号 H 6 . 1 . 1 610

１８ 東京 慈恵 会医 科大学附属病院 東京都港区西新橋３丁目１９番１８号 H 6 . 2 . 1 1,075

１９ 大 阪 医 科 大 学 附 属 病 院 大 阪 府 高 槻 市 大 学 町 ２ 番 ７ 号 H 6 . 2 . 1 1,119

２０ 慶 應 義 塾 大 学 病 院 東 京 都 新 宿 区 信 濃 町 ３ ５ 番 地 H 6 . 2 . 1 1,071

２１ 福 岡 大 学 病 院 福岡県福岡市城南区七隈７丁目４５番１号 H 6 . 2 . 1 915

２２ 愛 知 医 科 大 学 病 院 2 1 H 6 . 2 . 1 1,014愛 知 県 愛 知 郡 長 久 手 町 大 字 岩 作 字 雁 又 番 地

２３ 岩 手 医 科 大 学 附 属 病 院 岩 手 県 盛 岡 市 内 丸 １ ９ 番 １ 号 H 6 . 2 . 1 1,087

２４ 獨 協 医 科 大 学 病 院 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林８８０番地 H 6 . 3 . 1 1,005

２５ 埼 玉 医 科 大 学 病 院 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷３８番地 H 6 . 3 . 1 1,485

２６ 昭 和 大 学 病 院 東 京 都 品 川 区 旗 の 台 １ 丁 目 ５ 番 ８ 号 H 6 . 3 . 1 885



区分 医 療 機 関 名 所 在 地 承 認効力日 病 床 数

２７ 兵 庫 医 科 大 学 病 院 兵 庫 県 西 宮 市 武 庫 川 町 １ 番 １ 号 H 6 . 3 . 1 1,060

２８ 金 沢 医 科 大 学 病 院 石川県河北郡内灘町字大学１丁目１番地 H 6 . 4 . 1 938

２９ 杏 林 大 学 医 学 部 付 属 病 院 東 京 都 三 鷹 市 新 川 ６ 丁 目 ２ ０ 番 ２ 号 H 6 . 4 . 1 1,153

３０ 川 崎 医 科 大 学 附 属 病 院 岡 山 県 倉 敷 市 松 島 ５ ７ ７ 番 地 H 6 . 4 . 1 1,178

３１ 帝 京 大 学 医 学 部 附 属 病 院 東京都板橋区加賀２丁目１１番地１号 H 6 . 4 . 1 1,154

３２ 産 業 医 科 大 学 病 院 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘１番１号 H 6 . 4 . 1 618

３３ 藤 田 保 健 衛 生 大 学 病 院 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪１番地の９８ H 6 . 5 . 1 1,505

３４ 東京医科歯科大学医学部附属病院 東 京 都 文 京 区 湯 島 １ 丁 目 ５ 番 ４ ５ 号 H 6 . 7 . 1 687

３６ 千 葉 大 学 医 学 部 附 属 病 院 千葉県千葉市中央区亥鼻１丁目８番１号 H 6 . 7 . 1 835

３６ 信 州 大 学 医 学 部 附 属 病 院 長 野 県 松 本 市 旭 ３ 丁 目 １ 番 １ 号 H 6 . 7 . 1 700

３７ 富 山 大 学 附 属 病 院 富 山 県 富 山 市 杉 谷 ２ ６ ３ ０ 番 地 H 6 . 7 . 1 612

３８ 神 戸 大 学 医 学 部 附 属 病 院 兵庫県神戸市中央区楠町７丁目５番２号 H 6 . 7 . 1 928

３９ 香 川 大 学 医 学 部 附 属 病 院 香川県木田郡三木町大字池戸１７５０－１ H 6 . 7 . 1 613

４０ 徳 島 大 学 病 院 徳 島 県 徳 島 市 蔵 本 町 ２ 丁 目 ５ ０ － １ H 6 . 8 . 1 670



区分 医 療 機 関 名 所 在 地 承 認効力日 病 床 数

４１ 弘 前 大 学 医 学 部 附 属 病 院 青 森 県 弘 前 市 大 字 本 町 ５ ３ 番 地 H 6 . 8 . 1 630

４２ 東 北 大 学 医 学 部 附 属 病 院 宮 城 県 仙 台 市 青 葉 区 星 陵 町 １ 番 １ 号 H 6 . 8 . 1 1,126

４３ 岐 阜 大 学 医 学 部 附 属 病 院 岐 阜 県 岐 阜 市 柳 戸 １ 番 １ H 1 6 . 5 . 2 0 600

４４ 広 島 大 学 病 院 広 島 県 広 島 市 南 区 霞 １ 丁 目 ２ 番 ３ 号 H 6 . 8 . 1 740

４５ 琉 球 大 学 医 学 部 附 属 病 院 沖縄県中頭郡西原町字上原２０７番地 H 6 . 8 . 1 610

４６ 北 海 道 大 学 病 院 北 海 道 札 幌 市 北 区 １ ４ 条 西 ５ 丁 目 H 6 . 1 0 . 1 936

４７ 旭 川 医 科 大 学 病 院 北海道旭川市西神楽４線５号３番地の１１ H 6 . 1 0 . 1 602

４８ 鳥 取 大 学 医 学 部 附 属 病 院 鳥 取 県 米 子 市 西 町 ３ ６ 番 地 の １ H 6 . 1 0 . 1 697

４９ 愛 媛 大 学 医 学 部 附 属 病 院 愛 媛 県 温 泉 郡 重 信 町 大 字 志 津 川 H 6 . 1 0 . 1 606

５０ 宮 崎 大 学 医 学 部 附 属 病 院 宮崎県宮崎郡清武町大字木原５２００番地 H 6 . 1 0 . 1 616

５１ 鹿 児 島 大 学 病 院 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘８丁目３５番１号 H 6 . 1 0 . 1 702

５２ 山 形 大 学 医 学 部 附 属 病 院 山 形 県 山 形 市 飯 田 西 ２ 丁 目 ２ 番 ２ 号 H 6 . 1 1 . 1 604

５３ 三 重 大 学 医 学 部 附 属 病 院 三 重 県 津 市 江 戸 橋 ２ 丁 目 １ ７ ４ 番 地 H 6 . 1 1 . 1 731

５４ 大 阪 大 学 医 学 部 附 属 病 院 大 阪 府 吹 田 市 山 田 丘 ２ 番 １ ５ 号 H 6 . 1 1 . 1 1,076



区分 医 療 機 関 名 所 在 地 承 認効力日 病 床 数

５５ 岡 山 大 学 病 院 岡 山 県 岡 山 市 鹿 田 町 ２ 丁 目 ５ 番 １ 号 H 6 . 1 1 . 1 861

５６ 大 分 大 学 医 学 部 附 属 病 院 大分県由布市挾間町医大ヶ丘一丁目１番地 H 6 . 1 1 . 1 604

５７ 福 井 大 学 医 学 部 附 属 病 院 福井県吉田郡松岡町下合月第２３号３番地 H 6 . 1 2 . 1 600

５８ 新 潟 大 学 医 歯 学 総 合 病 院 新潟県新潟市旭町通１番町７５４番地 H 6 . 1 2 . 1 778

５９ 金 沢 大 学 医 学 部 附 属 病 院 石 川 県 金 沢 市 宝 町 １ ３ 番 １ 号 H 6 . 1 2 . 1 792

６０ 熊 本 大 学 医 学 部 附 属 病 院 熊 本 県 熊 本 市 本 荘 １ 丁 目 １ 番 １ 号 H 6 . 1 2 . 1 850

６１ 名 古 屋 大 学 医 学 部 附 属 病 院 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町６５番地 H 7 . 2 . 1 935

６２ 滋賀 医科 大学 医学部附属病院 滋 賀 県 大 津 市 瀬 田 月 輪 町 H 7 . 2 . 1 608

６３ 京 都 大 学 医 学 部 附 属 病 院 京都府京都市左京区聖護院川原町５４ H 7 . 2 . 1 1,080

６４ 島 根 大 学 医 学 部 附 属 病 院 島 根 県 出 雲 市 塩 治 町 ８ ９ の １ H 7 . 2 . 1 616

６５ 山 梨 大 学 医 学 部 附 属 病 院 山梨県中巨摩郡玉穂町下河東１１１０番地 H 7 . 3 . 1 600

６６ 浜松 医科 大学 医学部附属病院 静岡県浜松市東区半田山１丁目２０番１号 H 7 . 3 . 1 613

６７ 群 馬 大 学 医 学 部 附 属 病 院 群馬県前橋市昭和町３丁目３９番１５号 H 7 . 3 . 1 665

６８ 佐 賀 大 学 医 学 部 附 属 病 院 佐 賀 県 佐 賀 市 鍋 島 ５ 丁 目 １ 番 １ 号 H 7 . 3 . 1 611



区分 医 療 機 関 名 所 在 地 承 認効力日 病 床 数

６９ 福 島 県 立 医 科 大 学 附 属 病 院 福 島 県 福 島 市 光 が 丘 １ 番 地 H 1 8 . 4 . 1 804

７０ 和歌 山県 立医 科大学附属病院 和歌山県和歌山市紀三井寺８１１番地１ H 1 8 . 4 . 1 800

７１ 筑 波 大 学 附 属 病 院 茨城県つくば市天久保２丁目１番地の１ H 7 . 4 . 1 800

７２ 東 京 大 学 医 学 部 附 属 病 院 東 京 都 文 京 区 本 郷 ７ 丁 目 ３ 番 １ 号 H 7 . 4 . 1 984

７３ 九 州 大 学 病 院 福岡県福岡市東区馬出３丁目１番１号 H 7 . 4 . 1 1,275

７４ 名 古 屋 市 立 大 学 病 院 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１番地 H 1 8 . 4 . 1 808

７５ 奈 良 県 立 医 科 大 学 附 属 病 院 奈 良 県 橿 原 市 四 条 町 ８ ４ ０ 番 地 H 1 9 . . 1 930４

７６ 札 幌 医 科 大 学 附 属 病 院 北海道札幌市中央区南１条西16丁目291番地 H 1 9 . 4 . 1 994

７７ 横 浜 市 立 大 学 附 属 病 院 神奈川県横浜市金沢区福浦３丁目９番地 H 1 7 . 4 . 1 623

７８ 京 都 府 立 医 科 大 学 附 属 病 院 4 6 5 H 8 . 4 . 1 1,065京 都 府 京 都 市 上 京 区 河 原 町 通 広 小 路 上 る 梶 井 町

７９ 防 衛 医 科 大 学 校 病 院 埼 玉 県 所 沢 市 並 木 ３ 丁 目 ２ 番 地 H 9 . 2 . 1 800

８０ 大阪 市立 大学 医学部附属病院 大阪府大阪市阿倍野区旭町１丁目５番７号 H 1 8 . 4 . 1 1,020

８１ 大 阪 府 立 成 人 病 セ ン タ ー 大阪府大阪市東成区中道１丁目３番３号 H 1 8 . 4 . 1 500



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医療連携体制・かかりつけ医、医師確保との関係について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



医療提供体制に関する意見（抄） 

 

平成１７年１２月８日 

社会保障審議会医療部会 

 

４．医療機能の分化連携の推進 

 

４－１ 医療計画制度の見直し 

 

○ 住民・患者が安心して日常生活を過ごすために必要な患者本位の医療サービスの基盤づくりを目指した医療計画制

度の見直しを行う。その際の考え方としては、自分が住んでいる地域の医療機関で現在どのような診療が行われてお

り、自分が病気になったときにどのような治療が受けられ、そして、どのように日常生活に復帰できるのか、また、

地域の保健医療提供体制の現在の姿はどうなっており、将来の姿はどう変わるのか、変わるために具体的にどのよう

な改善策が必要かということを、都道府県が作成する医療計画において、住民・患者の視点に立って分かりやすく示

すことを原則とした見直しとする。 

 

○ 医療計画の記載事項に、主要な事業（がん対策、脳卒中対策、急性心筋梗塞対策、糖尿病対策、小児救急を含む小

児医療対策、周産期医療対策、救急医療対策、災害医療対策及びへき地医療対策をいう。）に係る医療連携体制を追

加する。 

 

○ 見直し後の新しい医療計画制度によって、地域の医療機能の適切な分化・連携を進め、急性期から回復期、慢性期

を経て在宅療養への切れ目のない医療の流れを作り、患者が早く自宅に戻れるようにすることで、患者の生活の質（Ｑ

ＯＬ）を高め、また、必要かつ十分な医療を受けつつトータルな治療期間（在院日数を含む。）が短くなる仕組みを

つくる。 

 

 



４－２ 在宅医療の推進 

 

○ 在宅医療は、患者の生活の質（ＱＯＬ）の維持向上という観点から、乳幼児から高齢者まで全世代を対象として、

その推進がなされるべきものである。もとより、入院医療が望ましい場合や、患者や家族が在宅での療養を望まない

場合にまで強要される性格のものではなく、介護保険等の様々な施策との適切な役割分担・連携も図りつつ、患者・

家族が希望する場合の選択肢となり得る体制を地域において整備することが重要である。 

 

○ 特に、高齢化の進展が著しい我が国において、高齢者に対する医療をどう確保していくか、とりわけ、人としての

尊厳の保持という観点も踏まえ、終末期医療を含む在宅医療をどう確保していくかは、今後の大きな課題である。 

具体的には、高齢者が、できる限り住み慣れた家庭や地域で療養しながら生活を送れるよう、また、身近な人に囲

まれて在宅での死を迎えることを選択できるよう、支援する体制の構築を一層推進する必要がある。 

 

４－３ かかりつけ医等の役割 

 

○ かかりつけ医について、国民が身近な地域で日常的な医療を受けたり、あるいは健康の相談等ができる医師として、

国民にわかりやすくその普及・定着を図る必要がある。かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師についても、それぞれ

の役割が果たせるように、その普及・定着を図る必要がある。 

 

○ 主要な事業ごとの医療連携体制を構築し、地域において実際に連携がなされるためには、かかりつけ医が、患者の

病状に応じて適切な医療機関を紹介することをはじめ、常に患者を支える立場に立って重要な役割を担うこと、また、

診療時間外においても患者の病態に応じて患者又はその家族と連絡がとれるようにするなど適切に対応すること、が

求められる。 

 

○ 患者の視点に立って、どのようなかかりつけ医の役割が期待されるか、また、その機能を発揮するために、サポー

ト体制を含め何が必要か等、各地域での医療連携が適切に行われるよう、かかりつけ医のあり方について、引き続き

検討していく必要がある。 



医療計画の見直し等を通じた医療機能の分化・連携の推進（改正医療法）

医療計画を通じ、がん、脳卒中、小児救急医療などの主要な事業ごとに医療連携体制を構築

することによって、医療機関相互の連携の下で、適切な医療サービスが切れ目なく提供され、早

期に在宅生活に復帰できるようにする。

○ 都道府県が作成する医療計画の

見直しにより、脳卒中、がん、小児

救急医療など事業別に、地域の医療

連携体制を構築する。

○ 地域の医療連携体制内においては、

地域連携クリティカルパスの普及等

を通じて、切れ目のない医療を提供

する。

医療機能の分化・連携の推進
による切れ目のない医療の提供

○ 国の基本方針(新たに法律に規定)による

ビジョンの提示

○ 事業別に、地域の実情に応じ関係計画との

整合性を勘案し、分かりやすい指標と数値

目標を住民・患者に明示し、事後評価できる

仕組みにする。

○ 事業ごとに医療連携体制を具体的に医療計画

に位置付け、住民・患者に医療機関や連携の

状況を明示する。

○ 医療機能調査の上、住民、医療関係者、介護

サービス事業者等と協議して医療連携体制を

構築。

具 体 的 内 容
～以下の医療計画に関する基本的枠組みを医療法に規定～



  階層型構造の医療提供体制から住民・患者の視点に立った医療連携体制への転換   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《新たな医療計画制度での医療連携体制の考え方》 

（１）患者を中心にした医療連携体制を構想。 

（２）主要な事業ごとに柔軟な医療連携体制を構想。 

（３）病院の規模でなく医療機能を重視した医療連携体制

を構想。 

“現在の医療計画制度の問題点” 

（１）患者の実際の受療行動に着目するのではなく、医療

提供サイドの視点で構想。 
（２）地域の疾病動向を勘案しない量的な視点を中心に構想。 
（３）地域の医療機関が担える機能に関係なく、結果として大病院を

重視することとなる階層型構造を念頭に構想。 

 
 

かかりつけ医機能 

（診療所・一般病院） 

専門的な

治療を行う

機   能

介護・福祉 
サービス 
機 能 

回 復 期 
リハビリ 
機  能

療 養 を 
提供する 
機  能

〔これまでの医療計画の考え方〕 〔新しい医療計画の考え方（イメージ）〕 

３次医療：先進的な技術や特殊な医療、

発生頻度が低い疾病に関する

ものなどの医療需要に対応し

た医療 

１次医療：普段からの健康相談が受けられる、かか

りつけ医を中心とした地域医療体制の確立

を目指した医療 

 

２次医療：入院治療を主体とした医療活動が

おおむね完結する医療 

主要な事業ごとに医療機関

の医療機能（医療連携体制）

が明示されることで患者の

安心感を確保。 

救急医療の

機   能
住  民 

患  者 



【 回復期・亜急性期 】【急 性 期】

在 宅 で の 生 活
（ケアハウス、有料老人ホームなど多様な居住の場を含む）

地域の救急医療の
機 能

回復期リハビリ
機 能

必要に応じ
要介護認定

生活リハを含めた
療養を提供する機能

退
院

退院

疾
病
の
発
症

退院

かかりつけ医機能（※）
（診療所・一般病院 等）

在宅医療（継続的な
療養）管理・指導

（退院調整）

（
転
院
調
整
）

（退院調整）

（
転
院
調
整
）

（退院調整）

※ 急性期、回復期、療養期等各機能を担う医療機関それぞれにかかりつけ医がいることも考えられるが、ここでは、身近な地域で日常的な医療を受け
たり、あるいは健康の相談等ができる医師として、患者の病状に応じた適切な医療機関を紹介することをはじめ、常に患者の立場に立った重要な役割を
担う医師をイメージしている。

脳卒中の場合の医療連携体制のイメージ



救 急 医 療 体 系 図

・救命救急センター（186カ所）
・新型救命救急センター（16カ所）

・病院群輪番制病院（411カ所）
・共同利用型病院（10カ所）

・小児救急医療支援事業（144地区）
・小児救急医療拠点病院（28カ所（60地区））

・総合周産期母子医療センター（61カ所）
・地域周産期母子医療センター（207カ所）

小児救急電話相談事業（35カ所）

大人の救急患者 子どもの救急患者

救命救急医療(24時間)

入院を要する救急医療（休日・夜間） 入院を要する小児救急医療（休日・夜間）

初期救急医療（休日・夜間）

小児救急に関する電話相談（休日・夜間）

・在宅当番医制（666地区）
・休日夜間急患センター（508カ所）

（未熟児等）

平成19年3月1日現在

平成18年3月3１日現在

平成18年9月１日現在

平成18年7月１日現在
平成19年4月１日現在

平成18年3月3１日現在

小児初期救急センター
（平成18年度補正予算により整備）



第10次 へ き 地 保 健 医 療 対 策 の 鳥 瞰 図第10次 へ き 地 保 健 医 療 対 策 の 鳥 瞰 図

「みんなで考える」
医療計画の策定を通じて、地域住民の納得が得られ、かつ、持続可能

な体制に 向けた検討
「へき地・離島医療マニュアル」による知識の共有

へき地医療支援情報システムを通じた広報（普及啓発）

第10次計画：「へき地・離島の医療サービスを担う医師及び医療機関を確保するための新たな方策」

「みんなで支える」
へき地医療支援機構の強化を通じた、診療所支援及び調整機能の強化
情報通信技術による相談の相手先機関の確保
新たな枠組みによる、医師と医療機関の配置と役割の調整

へ き 地 保 健 医 療 対 策 の 必 要 な 地 区 （半径4Km区域内の人口）

巡回診療
（歯科を含む）

無医地区（人口200人以上～1,000人未満）無医地区に準じる地区（人口50人未満） 無医地区（人口1,000人以上）

患者輸送車
〔艇〕（雪上車）

巡回診療
（歯科を含む）

患者輸送車
〔艇〕（雪上車）

へき地保健
指導所

へき地診療所
（歯科を含む）

へき地診療所
未設置の場合

患者輸送車

巡回診療 離島、沖縄、奄美、小笠原各法
指定地域は原則として人口300
人以上に設置。

最寄医療機関 特定地域保健医療
システム（FAX）

へき地医療拠点病院

巡回診療 研修事業 医師派遣
（代診医の派遣等）

患者受入、
支援

離島・へき地診療所への就業斡旋
退職医師再就職支援事業
離島・へき地診療所からの24時間

医療相談

（社）地域医療振興協会

都道府県
医療計画の作成
医療計画の見直しに伴いより実効性の

ある計画の策定
・医療法第30条の3

2 医療計画においては、次に掲げる

事項を定めるものとする。
七 へき地医療の確保が必要な場合
にあっては、当該医療の確保に関す
る事項。

支援機構の設置、指導及び事業評価
拠点病院の指定・事業評価

診療を行う
専任担当官
の複数配置

医療支援の
実施計画
・調整

へき地勤務
医師等確保
協議会

へき地医療
振興事業

へき地医療支援機構

医療関係団体

〔医師会 等〕

医療関係団体

〔医師会 等〕



各国のかかりつけ医制度について  
 イギリス フランス ドイツ オランダ デンマーク 

制度の概要 

・全ての住民に対して、

原則無料で、包括的な

サービスを提供 

・住民は、予め登録し

た診療所で診療を受

け、必要に応じて紹介

の下に病院の専門医を

受診 

・住民は、自由に診療

所の登録を変更できる

・05 年 7 月よりかかり

つけ医制を導入 

・かかりつけ医にかか

らない場合は、負担金

が増額 

・かかりつけ医の選択

は自由であるが、98%

は一般医から選ばれて

いる 

・かかりつけ医の変更

はいつでも可能 

・小児科、精神科、産

婦人科、眼科、歯科に

ついては、かかりつけ

医を通さずに受診して

も負担金の増額はない

・保険診療は家庭医診

療と専門医診療に区分

され、家庭医診療は一

般医・小児科医・家庭

医診療を選択した内科

医等が従事している 

・国民は最初に家庭医

を受診することは義務

付けられてはいない 

・紹介状を持たずに受

診した場合は 10 ユー

ロを負担する 

・国民の約 9 割がかか

りつけの家庭医を持っ

ており、事実上ゲート

キーパーの役割を果た

している 

・住民のほぼ全員が GP

を決めている 

・交通事故等の救急を

除き、患者はまず GP を

受診する必要がある 

・GP を受診しないと専

門医の診療に対して保

険から費用が払われな

いことがある 

・全ての住民は公的医

療が保障されている。 

○グループ１ 

自宅から 10km 以内で

開業している GP に登

録 

登録する GP の紹介の

下に専門医や病院での

治療を受ける 

○グループ２ 

どの GP の診療でも受

けることができ、紹介

がなくとも専門医を受

診できるが、病院での

治療を除くすべてのサ

ービスの一部を負担す

る 

総医師数 129,345 人 201,400 人 277,885 人 56,540 人 15,912 人 

一般医（家庭医、GP）
の数 

39,912 人 98,505 人 85,987 人 7,420 人 3,826 人 

一般医の教育 

・卒後１年目は、義務

として、内科・外科の

基本的な研修 

・卒後２年目は、専門

分野に入る前の基礎研

修 

・この２年間が終わっ

た後に、病院医師と一

般医それぞれの専門研

修が４～５年間行われ

る 

・卒業後、専門医試験

に合格しなかったも

の、または一般医を希

望した者は２年間の研

修を受ける 

・一般医と専門医の診

療科目については、医

療行為規則で厳密に既

定されている 

・臨床医となるために

は、専門医研修を経て、

専門医資格を取得する

ことが必須 

・卒後５～６年間の専

門研修が実施されてい

る 

・一般医の研修は３年

程度 

・GP になるために卒後

3 年間の教育制度があ

る。 

・GP の資格は 5年更新

・GP になるためには、

長い修行が必要であ

り、平均して卒業後 10

年程度かかる。 

出典：高齢社会における医療報酬体系のあり方に関する研究会報告書  

イギリス・フランス・ドイツ 医療関連データ集【２００５版】 

ＯＥＣＤ Health Division               等 



 

 

 

 

 

 

 

 

専門医について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専門医について 
 

１．学術団体が設ける医師及び歯科医師の専門性に関する資格名の広告について 
（１）概要 

○ 医業等又は医療機関に関する広告については、医療法第６条の５で制限されているが、広告規制の緩和により、客

観的で検証可能な事項を広告可能としている。 

○ 平成１４年４月より、「研修体制、試験制度その他の事項に関する基準」を満たす学術団体が厚生労働大臣に届出

を行った場合に、当該団体が医師及び歯科医師の専門性に関して認定する資格名について広告可能とされた。 

○ 研修体制、試験制度その他の事項に関する基準については、客観的な基準が告示で定められており、基準を満たし

た学術団体からの届出を受理することで、順次、広告可能な資格名を追加している。 
医療法第６条の５

第１項第７号 当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、
役職、略歴その他これらの者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚
生労働大臣が定めるもの 

 
医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項（平成１９年厚生労働省告示
第１０８号） 

第１条 医療法第６条の５第１項第７号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。 
  二 次に掲げる研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師、歯科

医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨 
イ 学術団体として法人格を有していること。  
ロ 会員数が千人以上であり、かつ、その八割以上が当該認定に係る医療従事者であること。  
ハ 一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること。  
ニ 外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること。  
ホ 当該認定に係る医療従事者の専門性に関する資格（以下「資格」という。）の取得条件を公表していること。  
ヘ 資格の認定に際して、医師、歯科医師、薬剤師においては五年以上、看護師その他の医療従事者においては三年以上の研修の
受講を条件としていること。  

ト 資格の認定に際して適正な試験を実施していること。  
チ 資格を定期的に更新する制度を設けていること。  
リ 会員及び資格を認定した医療従事者の名簿が公表されていること。 



（２）広告可能な医師・歯科医師の専門性に関する資格名（平成１９年３月７日現在） 
   資格名の数：４８（団体の数は５０）  

団体名 資格名 資 格 者  団体名 資格名 資 格 者 

（社）日本整形外科学会 整形外科専門医 医師  特定非営利活動法人 日本臨床細胞学会 細胞診専門医 医師 

（社）日本皮膚科学会 皮膚科専門医 医師  （社）日本透析医学会 透析専門医 医師 

（社）日本麻酔科学会 麻酔科専門医 医師  （社）日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医 医師 

（社）日本医学放射線学会 放射線科専門医 医師  （社）日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科専門医 医師 

（財）日本眼科学会 眼科専門医 医師  （社）日本老年医学会 老年病専門医 医師 

（社）日本産科婦人科学会 産婦人科専門医 医師  特定非営利活動法人 日本胸部外科学会(※1) 心臓血管外科専門医(※2) 医師 

（社）日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医 医師  特定非営利活動法人 日本血管外科学会 心臓血管外科専門医(※2) 医師 

（社）日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医 医師  特定非営利活動法人 日本心臓血管外科学会 心臓血管外科専門医(※2) 医師 

（社）日本形成外科学会 形成外科専門医 医師  特定非営利活動法人 日本胸部外科学会(※1) 呼吸器外科専門医(※2) 医師 

（社）日本病理学会 病理専門医 医師  特定非営利活動法人 日本呼吸器外科学会 呼吸器外科専門医(※2) 医師 

（社）日本内科学会 内科専門医 医師  （社）日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医 医師 

（社）日本外科学会 外科専門医 医師  特定非営利活動法人 日本小児外科学会 小児外科専門医 医師 

（社）日本糖尿病学会 糖尿病専門医 医師  有限責任中間法人 日本神経学会 神経内科専門医 医師 

（社）日本肝臓学会 肝臓専門医 医師  有限責任中間法人 日本リウマチ学会 リウマチ専門医 医師 

（社）日本感染症学会 感染症専門医 医師  特定非営利活動法人 日本歯周病学会 歯周病専門医 歯科医師 

有限責任中間法人 日本救急医学会 救急科専門医 医師  有限責任中間法人 日本乳癌学会  乳腺専門医 医師 

（社）日本血液学会 血液専門医 医師  有限責任中間法人 日本人類遺伝学会 臨床遺伝専門医 医師 

（社）日本循環器学会 循環器専門医 医師  （社）日本東洋医学会 漢方専門医 医師 

（社）日本呼吸器学会 呼吸器専門医 医師 特定非営利活動法人 日本レーザー医学会 レーザー専門医 医師 

（財）日本消化器病学会 消化器病専門医 医師 特定非営利活動法人 日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医 医師 

（社）日本腎臓学会 腎臓専門医 医師 有限責任中間法人 日本歯科麻酔学会 歯科麻酔専門医 歯科医師 

（社）日本小児科学会 小児科専門医 医師 有限責任中間法人 日本小児歯科学会 小児歯科専門医 歯科医師 

（社）日本口腔外科学会 口腔外科専門医 歯科医師 （社）日本アレルギー学会 アレルギー専門医 医師 

（社）日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医 医師 有限責任中間法人 日本核医学会 核医学専門医 医師 

有限責任中間法人 日本消化器外科学会 消化器外科専門医 医師 特定非営利活動法人 日本気管食道科学会 気管食道科専門医 医師 

（社）日本超音波医学会 超音波専門医 医師 

 

※１：同一の学会が複数の専門医を認定  ※２：複数の学会が合同で専門医を認定 



２．米国における専門医制度について 

 米国では約 200 の学会（Board）が独自に専門医（Diplomates）を認定している。 

 そのうち、ABMS（American Board of Medical Specialties）に認定された 24 学会の資格が、実質的意味（社会的

認知、民間保険上の取り扱い等）を持つ。 

 専門医資格は医業のために法的に必要とされるものではないが、米国の全医師の約 89%が ABMS 専門医資格を一つ以

上保持している。 

 専門医の認定を受けるための要件は各専門医資格により若干異なるが、一般的には認定レジデントプログラムを修

了した上で、試験（筆記、CBT、口頭）に合格する必要がある。 

 各学会が認定するレジデントプログラムには定員があるので、それにより各学会が実質的に全米の専門医数を規定

している。 

 それぞれのレジデントプログラムは ACGME（Accreditation Council for Graduate Medical Education）の質的な

監査を受けている。 

（注）ACGME とは卒後臨床研修 110 専門分野の基準を定め、基準を満たす約 7,800 のレジデントプログラムを認証し、

定期的に各プログラムの質を検証する民間組織。約 100 名の事務局職員がおり、各研修プログラムからの認証手

数料により運営される。 

 各専門医資格は 7～10 年おきに再認定を受ける。  

 ABMS は、各州別の専門医リストを市民に提供している。また、個別の医師について、専門医資格の有無を ABMS の

インターネットホームページまたは電話にて確認することができる。 

 

（出典） 

 American Boards of Medical Specialists （http://www.abms.org/default.asp） 

 Council of Medical Specialty Societies （http://www.cmss.org/index.cfm） 

http://www.abms.org/default.asp
http://www.cmss.org/index.cfm


医療提供体制に関する意見 

 

平成１７年１２月８日 

社会保障審議会医療部会 

 

７．医療を担う人材の養成と医療に従事する者の資質の向上 

 

（２）医療に従事する者の資質の向上 

 

○ 専門医については、現在、国は、広告規制制度の中で、研修体制、試験制度等の基準を満たした学会による認定専門

医を、医療機関等が広告できる事項としているにとどまり、専門医の質の確保については各学会に委ねられているが、

専門医の質の確保に当たり、国あるいは公的な第三者機関が一定の関与を行う仕組みとすることを含め、医療の質の向

上と医療安全のさらなる推進を図る上での専門医の育成のあり方について検討すべきである。 

○ また、心臓外科や血管外科等特に高い専門性が求められると考えられる一定の領域について、専門医の養成・確保や

専門的医療を行う病院の位置づけを通じて、医師の専門性を評価する仕組みとすることも考えられる。 

 



※会員数、専門医数のうち、時期の記載のないものはH18.8現在の人数

通算
認定
施設

認定施設の要件（主なもの） 筆記 口頭 その他

1

（社）日本整形外科学会 整形外科専門医

(医師)

21,370 15,741 74% 6年 3年 ○整形外科入院患者20名以上
○整形外科手術件数年間100例以上
○診療を適切に行える十分な設備等
○専門医の1名以上常勤
○2年ごとに施設の再審査

○診療記録10例提出
○研修内容等を記載した研修手帳の提出
○学会発表・論文発表各1編以上の提出

● ●

５年

2
（社）日本皮膚科学会 皮膚科専門医

(医師)

10,403
(H18.6)

5,042
(H18.6)

48% 5年 5年 ○研修内容を履修するに十分な施設
○専門医の常勤
○3年ごとの更新制

○研修実績記録簿の提出（講習受講、学会発表、原著発
表について定められた単位数が必要）

● ●
５年

3

（社）日本麻酔科学会 麻酔科専門医

※３段階制（麻酔科認
定医、麻酔科専門医、
麻酔科指導医）
※「麻酔科指導医」と
して認定された者が
「麻酔科専門医」と読
み替えて広告可能

(医師)

9,711 5,478
（うち麻酔
科指導医
2,577）

56% 5～6年 1年

○専門医が常勤の部（科）長
○麻酔科医が管理する麻酔症例が年間200
例以上
○安全な麻酔のための施設、設備の完備
○麻酔科医が自己研鑽する機会の付与
○5年ごとの更新制

[指導医の認定]
○麻酔科専門医取得後、満4年以上麻酔関連業務に専従
○指導医のもとで1年以上麻酔の臨床業務に従事
○臨床実績、所定の学術集会等の参加実績、指導実績に
関する資料の提出（参加実績、指導実績には所定の単位
が必要）
[専門医の認定]
○認定医取得後2年以上麻酔科関連業務に専従
○認定病院で麻酔の臨床業務1年以上従事
○臨床実績、所定の研究実績に関する資料の提出（研究
実績は所定の単位が必要）

※認定医
・麻酔科標榜に関して許可を受けていること（①認定病院
で2年以上の修練、②2年以上麻酔業務従事＋気管挿管に
よる全身麻酔300症例以上）

● ●

実技試験、
実地審査
（実地審査
は必要とさ
れた場合の

み）

５年

● （1次試験）

● ● （2次試験）

5

（財）日本眼科学会 眼科専門医

(医師)

13,736 9,368 68% 5～6年 4～5
年

[以下のいずれかの施設]
○大学附属病院の眼科
○眼科専門医1名以上が常勤し、十分な指
導体制がとれている病院
○大学眼科教室が研修に適切と推薦した病
院
○2年ごとの更新制

○眼科手術100例以上（うち外眼・内眼・レーザー手術が20
例以上）の経験が必要
○研修報告書、学会報告、論文目録などの提出

● ●

５年

6

（社）日本産科婦人科学会 産婦人科専門医

(医師)

15,538 11,882 76% 5年 3年 [以下のいずれかの施設]
○医育機関附属病院
○臨床研修病院
○下記の基準を満たす病院
・総合診療が可能
・年間分娩数原則200件以上
・年間開腹手術50件以上
・複数の専門医の常勤、うち1名は8年以上
の産婦人科臨床経験
・症例検討会、抄読会等の集会の定期的な
開催
○5年ごとの更新制

○研修記録（実地経験目録、症例記録、参考資料として学
会出席、発表、論文等の記録）の提出
○症例に関するレポート（３症例）の提出

● ●

５年

7

（社）日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医

(医師)

10,643 8,123 76% 6年 3年 ○医育機関の附属病院、臨床研修病院等
○専門医の常勤
○研修の実施に必要な病床数、手術件数、
設備、人員
○3年ごとの更新制

○専門研修記録簿、研修業績リストの提出 ● ● 小論文

５年

更新
年限

５年60%

4

4,7687,890放射線科専門医

(医師)

（社）日本医学放射線学会

○研修記録、業績目録の提出

○原則200床以上の総合病院
○病理部門の設置、放射性診療に必要な施
設
○放射性診断の場合10,000件以上/年、核
医学診療の場合500件以上/年、放射線治
療の場合60例以上/年
○主任指導者（専門医）、修練指導者（経験
3年以上、常勤医師2名以上）の設置

5年5年

名称
(広告できる資格者）

会員数 専門医数
専門医数
／会員数

広告可能な医師・歯科医師の専門性を認定している団体について（専門医数、認定要件等の概要）

団体名 専門医認定の際の要件、必要な提出資料等（主なもの）
試験専門医取得に必要な研修期間



通算
認定
施設

認定施設の要件（主なもの） 筆記 口頭 その他
更新
年限

名称
(広告できる資格者）

会員数 専門医数
専門医数
／会員数

団体名 専門医認定の際の要件、必要な提出資料等（主なもの）
試験専門医取得に必要な研修期間

8

（社）日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医

(医師)

7,470 5,896 79% 4年
臨床研修終了

後

4年 ○医育機関病院、臨床研修病院又はこれに
準ずる病院
○指導医による教育体制が整っていること
○教育環境の総合的な整備
○5年ごとの更新制

○診療実績記録の提出
○教育研修記録の提出（学会認定プログラム、認定学術
集会への参加、業績発表について定められた単位数が必
要）

● ●

５年

9

（社）日本形成外科学会 形成外科専門医

(医師)

4,218 1,505 36% 6年
（臨床研修2年

＋4年）

4～6
年

○臨床研修病院等の総合的な病院
○形成外科の標榜
○必要な形成外科病床を常時有すること
○専門医の常勤
○形成外科に関する教育研究活動の実施
○1年ごとの更新制

○症例記録の提出（直接手術に関与した60症例の症例一
覧表、術者として手術を行った10症例の病歴要約）
○講習会受講証明書の提出
○形成外科に関する論文の提出

● ●

５年

10

（社）日本病理学会 病理専門医

(医師)

4,118 1,929 47% 6年
（臨床研修2年

＋4年）

4年 ○年間剖検（30例以上）、年間生検（1500件
以上）
○細胞診業務の実施状況
○臨床病理討議会の開催状況
○剖検・生検試料の保管状況
○施設・機械などの整備状況
○指導医の常勤
○2年ごとの更新制

○死体解剖保存法に基づく死体解剖資格の取得
○病理組織診断等に関する講習の受講
○人体病理学に関する論文・学会報告3編以上
○自らの執刀による病理解剖を行い、病理解剖学的診断
を附したもの50例以上、病理組織学的診断を附した生検
5000例以上を経験

● ●
実地試験
（鏡検試験）

５年

11

（社）日本内科学会 内科専門医

(医師)

92,632 10,564 11% 6年 6年 ○単独型もしくは管理型臨床研修病院の資
格を満たす病院、管理型臨床研修病院に準
ずる病院
○内科病床数が50床以上
○年間内科剖検体数が16体以上、又は内
科剖検率が20％以上で内科剖検体数が10
体以上
○指導医5名以上で、そのうち専門医（認定
内科医を含む）が3名以上
○臨床病理検討会（CPC）が年3回以上定期
的に開催
○2年ごとの更新制

○受け持ち入院患者20症例の病歴要約の提出
○学会又は医学雑誌に発表した臨床研究・症例報告2例
提出

●

５年

12

（社）日本外科学会 外科専門医

(医師)

38,853 13,774 35% 5年 5年 ○外科系病床常時30床以上
○指導医1名以上、専門医又は認定医2名
以上常勤
○年間150例以上の外科手術症例数
○剖検室の設置又は剖検の体制整備
○教育的行事の定期的な開催
○中央検査室、中央図書館、病歴の完備
○3年ごとの更新制

○診療経験一覧表及び業績目録の提出
○修練期間中の診療経験として350例以上の手術に従事
（術者として120例以上）、学術集会又は学術刊行物に研究
発表又は論文発表（一定単位以上）

●
●

面接

５年

13

（社）日本糖尿病学会 糖尿病専門医

(医師)

15,517 3,298 21% 6年 3年 ○指導医の常勤
○糖尿病の専門外来があること
○食事指導の常時実施
○糖尿病患者教育の実施
○5年ごとの更新制

○内科学会の認定内科医又は小児科学会の認定医であ
ること
○学会発表・論文発表2編以上
○入院糖尿病患者40症例以上（小児では10症例以上）
○業績目録、症例記録の提出

● ●

５年

14

（社）日本肝臓学会 肝臓専門医

(医師)

10,412 3,506 34% 5年 5年 ○消化器病床として常時30床以上
○指導医1名、専門医1名以上常勤
○剖検室を有すること
○5年ごとの更新制
（研修は消化器病学会の認定施設でも可。
ただし少なくとも1年は本学会の認定施設の
研修が必要）

○内科学会認定医、日本外科学会認定医・専門医又は日
本小児科学会専門医・認定医のいずれかであること

●

５年

15

（社）日本感染症学会 感染症専門医

(医師)

9,235 816 9% 6年
基本領域学会の

研修を含む 3年
○医育機関附属病院、総合病院又はこれに
準ずる病院
○指導医1名以上常勤

○基本領域学会の専門医・認定医であること
○論文発表1篇、学会発表2編の提出
○感染症患者30症例の一覧、そのうち15症例の病歴要約
の提出

●

５年
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16

有限責任中間法人 日本救急医学
会

救急科専門医

(医師)

10,231 2289 22% 5年 3年 ○救急部門があること
○各種救急患者を診療していること
○救急車で搬送される救急患者を充分数受
け入れていること
○院外心肺停止（CPA）患者を充分数受け
入れていること
○専門医2名以上常勤
○専門医の修練に適した設備の完備
○3年ごとの更新制

○修練施設表・勤務証明書の提出
○診療実績表の提出

●

５年

17

（社）日本血液学会 血液専門医

(医師)

5,714 2,022 35% 3年 3年 ○血液病床を常時5床以上
○指導医1名以上の常勤
○臨床血液学に関する教育的行事の定期
的な開催
○5年ごとの更新制

○内科学会認定医又は小児科学会専門医（認定医）であ
ること
○診療実績記録の提出（受け持ち入院患者10名）

●

５年

18
（社）日本循環器学会 循環器専門医

(医師)

22,537
(H18.4)

9,817 44% 6年 3年 ○循環器病床が常時30床以上
○専門医2名以上常勤
○2年ごとの更新制

○内科学会認定医、外科学会認定医又は小児科学会認
定医のいずれかであること
○診療実績表の提出

●
５年

19
（社）日本呼吸器学会 呼吸器専門医

(医師)

10,224
(H18.3)

3,360
(H18.4)

33% 3年 3年 ○呼吸器病床として常時20床以上
○指導医1名以上常勤
○剖検室を有していること

○内科学会認定医であること
○業績を証明する文書（呼吸器病学関係の論文3編以上、
呼吸器関連学会での発表3編以上）

●
５年

20

（財）日本消化器病学会 消化器病専門医

(医師)

27,679 14,127 51% 6年 2～3
年

○消化器病床を常時30床以上
○指導医1名以上、専門医2名以上常勤
○剖検室の設置
○5年ごとの更新制

○内科学会認定医又は外科学会専門医であること ●

５年

21

（社）日本腎臓学会 腎臓専門医

(医師)

7,847 2,683 34% 6年 3年 ○腎・尿路疾患の入院患者が年間100名以
上
○常勤医2名以上で、指導医1名以上又は専
門医2名以上常勤

○内科学会認定医は取得後3年以上、小児科学会専門
医、外科学会専門医、泌尿器科学会専門医は取得後1年
以上であること
○経験症例の記録及び要約の提出

●

５年

22

（社）日本小児科学会 小児科専門医

(医師)

18,643 11,956 64% 5年 3～5
年

○医育機関附属病院、臨床研修病院、小児
総合医療施設等
○小児の入院病床の確保
○小児科に専門医3名以上
○症例検討会などの学術集会の定期的な
開催

○研修記録の提出
○症例要約の提出

●
●

面接

５年

23

（社）日本口腔外科学会 口腔外科専門医

(歯科医師)

8,926 1,538 17% 6年 6年 ○口腔外科専有病床を含め使用可能病床
10床以上
○指導医が1名以上常勤
○口腔外科に関連する課題について定期的
な教育行事の実施
○3年ごとの更新制

○手術及び入院症例履修報告書の提出（手術症例は100
例以上の執刀者であること、入院症例は担当医として診療
に従事した40例以上）
○業績目録の提出（学会における学術発表、学術論文を
指定学術雑誌に5編以上発表）

● ●

５年

24

（社）日本内分泌学会 内分泌代謝科専門
医

(医師)

6,313 1,481 23% 3年 3年
○指導医の常勤
○内分泌代謝科の専門外来及びその病床
○継続5年以上にわたる十分な診療実績
○5年ごとの更新制

○業績目録の提出（学会発表又は論文発表5編以上）
○内分泌代謝疾患相当例以上の入院及び外来の診療経
験（診療実績表に40症例以上、うち20症例は病歴及び臨
床経過要約の提出）
○内科学会又は小児科学会の認定医（専門医）であること

● ●

５年

25

有限責任中間法人 日本消化器外
科学会

消化器外科専門医

(医師)

21,121 3,203 15% 5年 5年 ○消化器疾患を対象とする病院
○消化器手術が3年間で600例以上　等
○指導医1名に加え、指導医1名（又は専門
医1名か認定医2名）が常勤
○諸施設の完備、教育行事の開催
○3年ごとの更新制

○外科学会認定医又は専門医であること
○診療実績一覧表の提出（450例以上）及び手術記録の提
出
○業績目録の提出（研究発表6件以上（論文3編を含む））

● ●

５年

26

（社）日本超音波医学会 超音波専門医

(医師)

8,102 1,535 19% 5年 5年
○指導医1名以上勤務又は専門医2名以上
常勤
○充分な施設・機器
○5年ごとの更新制

○500例以上の超音波診療経験
○診療実績表の提出（超音波診療実績100例、報告書抄
録30例、剖検症例報告書抄録3例）
○業績表の提出（学会発表・学術論文5篇以上）
○研修実績（総会の参加、教育集会の受講）

●

５年

27

特定非営利活動法人 日本臨床細
胞学会

細胞診専門医

(医師)

4,237 2,113 50% 5年

- - ○細胞診断学に関する研究論文3編以上 ●

細胞像試験
(ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝ

ﾄ)、
検鏡試験

４年
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28

（社）日本透析医学会 透析専門医

(医師)

10,260 3,905 38% 5年 5年 ○身体障害者福祉法に基づく更正医療担当
医療機関（腎機能障害）の指定
○特定機能病院、総合病院など
○指導医1名以上及び専門医1名以上の常
勤
○諸施設の保有
○教育行事の定期的な開催

○内科学会・外科学会の認定医又は専門医、泌尿器科学
会専門医、小児科学会専門医、麻酔科学会指導医のいず
れかであること。または認定施設で5年以上臨床経験を有
するものであること。
○病歴要約の提出（経験症例31例、うち20例は症例要約）
○一定の業績（学会発表、論文発表）

● ●

５年

29
（社）日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医

(医師)

8,178 6,133 75% 6年 4年
○脳神経外科専門医1人以上常勤
○脳神経外科手術年間30件以上

○直接手術に関与した100例の一覧表の提出
○研修内容を記載した研修手帳の提出

● ●
６年

30

（社）日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科専門
医

(医師)

9,861 1256 13% 5年 3年
○指導責任者（専門医）の常勤
○医療研修が適切に行える十分な設備等
（理学療法・作業療法・言語聴覚療法施設）
○5年ごとの更新制

○学会主演者抄録2編、リハビリテーション医学に関する筆
頭著者論文1編の提出
○担当症例一覧表100例、担当症例報告書30例の提出

● ●

５年

31

（社）日本老年医学会 老年病専門医

(医師)

6,463 1,446 22% 6年 3年 ○研修に充分な病床・施設
○指導医の下、充分な指導体制
○剖検室の保有
○5年ごとの更新制

○内科学会認定医であること
○診療実績表（65歳以上の多臓器疾患を有する30例の入
院患者）、業績目録の提出

●

５年

32
特定非営利活動法人 日本胸部外
科学会

8,078 23%

33
特定非営利活動法人 日本血管外
科学会

2,786 66%

34

特定非営利活動法人 日本心臓血
管外科学会

3,999 46%

35
特定非営利活動法人 日本胸部外
科学会

8,078 14%

36
特定非営利活動法人 日本呼吸器
外科学会

3,362 34%

37

（社）日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門
医

(医師)

30,544 13,763 45% 5年 5年 ○内視鏡室の設置、必要な機器の設置
○充分な週間検査件数
○指導医1名以上勤務、専門医2名以上常
勤
○独立した病理部門又は依頼できる病理専
門施設の確保

○一定の検査実績（上部消化管1000例以上、下部消化管
100例以上、治療内視鏡20例以上）
○論文、講演などの業績目録の提出（一定単位以上）

●

５年

38

特定非営利活動法人 日本小児外
科学会

小児外科専門医

(医師)

2,582 422 16% 5年
（外科医として7

年）

3年 ○小児外科の専門医療の実施
○専従医師2名以上
○過去3年間の小児外科手術数100例以上/
年、新生児外科症例10例以上/年
○小児科及び麻酔科の医師の常勤
○必要な設備
○5年ごとの更新制

○研究論文、学会発表（一定以上）
○外科学会専門医であること

●

５年

39

有限責任中間法人　日本神経学会 神経内科専門医

(医師)

8,612 4,105 48% 6年 3～4
年

○神経内科を持つ有床施設
○専門医3名以上
○臨床神経学の検査が可能
○神経内科に関連する教育的事業を実施
○3年ごとの更新制

○内科学会認定医であること
○経験症例10例の病歴概略
○領域ごとの経験症例数の提出
○研修歴の提出

● ●

５年

40

有限責任中間法人 日本リウマチ
学会

リウマチ専門医

(医師)

8,784 3,492 40% 5年 5年 ○総合病院等
○リウマチ性疾患年間100症例以上（関節リ
ウマチ30症例以上）
○指導医１名以上又は専門医２名以上
○リウマチ学に関する定期的な教育
○3年ごとの更新制

○関連基本領域学会の専門医（認定医）であること
○業績目録の提出
○教育研修単位30単位以上取得

●

５年

５年

５年心臓血管外科専門
医

(医師)

呼吸器外科専門医

(医師)

1,139

○外科学会専門医・認定医であること
○臨床修練実績表、症例抄録、業績一覧表の提出
○術者として 小50例以上の手術など必要な手術数が規
定されており、総点数式で評価

●

1,848 7年

7年

3年 ○心臓血管外科手術が3年間平均して100
例/年以上
○臨床工学技士1名以上常勤
○以下のすべての条件を有する者が1名以
上常勤（①心臓血管外科専門医、②胸部外
科学会指導医で心臓血管外科専門か心臓
血管外科学会国際会員、③心臓血管外科に
関する論文10編以上かつ心臓血管外科手
術経験100例以上）
○医療安全研修等が行われており、研修医
が参加していること
○5年ごとの更新制

●

3年 ○呼吸器手術が3年間平均して75例/年以
上
○一定資格を有する呼吸器外科医1名以上
常勤
○5年ごとの更新制

○外科学会専門医・認定医であること
○手術経験（規定された手術が術者として5例ずつ必要な
ど、必要な手術数が規定）
○呼吸器外科学に関する論文・著書3編以上、学会発表
（全国規模の学術総会）筆頭で3回以上
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41
特定非営利活動法人 日本歯周病
学会

歯周病専門医

(歯科医師)

6,150 770 13% 5年 5年 ○定期的な教育、研修の実施
○指導医の常勤（１名以上）
○教育研修の実施に必要な設備

○教育研修実績（一定単位以上）
○歯周疾患患者10症例提出（うち１症例は試験時に申請
者がプレゼンテーションし、口頭試問を実施）

● ●
５年

42

有限責任中間法人　日本乳癌学会 乳腺専門医

(医師)

8,063 560 7% 5年 5年 ○大学病院、乳癌を主な対象とする専門施
設
○乳癌症例の診断・治療が原則年間20例以
上

○研究業績（一定点数以上）
○認定施設における100例以上の乳癌症例の診療経験
（診療実績一覧表の提出）

● ●

５年

43

有限責任中間法人 日本人類遺伝
学会

臨床遺伝専門医

（医師）

2,510 595 24% 3年 3年 ○臨床遺伝医療に関する外来の開設
○複数の専門医（ 低1名は指導医）が勤務
する臨床遺伝医療部門
○臨床遺伝医療に関する臨床研修が可能
○5年ごとの更新制

○基本領域学会の専門医・認定医
○遺伝医療を行った30症例のリスト、そのうち5症例につい
ての要約
○論文提出

● ●

５年

44
社団法人　日本東洋医学会 漢方専門医

（医師）

8,247 1,803 22% 6年 3年 ○大学病院、総合病院
○2人以上の指導医
○5年ごとの更新制

○基本領域学会の専門医・認定医
○50症例のリスト、そのうち10症例の臨床報告
○学会への参加、論文の発表等（一定の単位が必要）

● ●
５年

45
特定非営利活動法人 日本レー
ザー医学会

レーザー専門医

（医師）

1,402 23 2% 5年 5年 ○専門医1名以上
○医用レーザー機器
○3年ごとの更新制

○基本領域学会の専門医
○症例抄録（10症例）
○学会への参加、論文の発表等（一定の単位が必要）

●
５年

46

特定非営利活動法人 日本呼吸器
内視鏡学会

気管支鏡専門医

（医師）

5,144 1,777 35% 5年 5年 ○内視鏡検査室、必要な気管支鏡機器
○年間100症例以上
○常勤の指導医1名以上
○5年ごとの更新制

○気管支鏡診療実績（経験症例100例以上、術者として20
例を含む）
○認定施設における修練証明書の提出
○業績表の提出（一定の単位が必要）

●

５年

47

有限責任中間法人 日本歯科麻酔
学会

歯科麻酔専門医

（歯科医師）

2,265 164 7% 5年 5年 ○歯科麻酔科のある大学病院等
○常勤の指導医
○全身麻酔症例数100例以上、鎮静法症例
数100例以上
○全身麻酔に必要な機器

○5年以上歯科麻酔分野への専従
○5年間に担当した全身麻酔症例、全身管理症例、疼痛治
療症例の中から年間100例、総計500症例の一覧
○業務目録の提出（論文、学会発表など）

● 小論文

５年

48

有限責任中間法人　日本小児歯科
学会

小児歯科専門医

（歯科医師）

4,211 628 15% 5年 5年 ○指導医1名以上常勤
○研修の実施に必要な設備、図書、人員
○小児歯科に関連する課題の定期的な教
育・研修
○5年ごとの更新制

○診療実績証明書の提出（専門医試験で10症例を提示）
○教育研修単位取得証明書の提出（一定の単位が必要）

● 実技試験

５年

49

（社）日本アレルギー学会 アレルギー専門医

（医師）

9,177
(H18.11)

2,450
(H18.11)

27% 6年 3年 ○総合病院、またはこれに準ずる病院
○指導医1名以上または専門医2名以上（非
常勤1名を含む）が勤務していること
○アレルギー疾患の症例（外来を含む）が年
間100例以上あること
○5年ごとの更新制

○各基盤学会専門医（認定医）
○アレルギー疾患患者診療実績書の提出
○必要単位取得証明の提出
○学会認定教育施設での研修終了証明書

●

５年

50
有限責任中間法人　日本核医学会 核医学専門医

（医師）

3,496
(H18.11)

576
(H18.11)

16% 5年 5年 ○核医学検査施設がある病院
○専門医が常勤で勤務し、研修指導を実施
○3年ごとの更新制

○５年以上の臨床経験
○教育病院における５年以上の研修の証明書

●
５年

51
特定非営利活動法人　日本気管食
道科学会

気管食道科専門医

（医師）

3,329
(H18.11)

252
(H18.11)

8% 5年 5年 ○研修が可能な設備と機能を有する施設
○専門医1名以上が勤務
○5年ごとの更新制

○基本領域の学会の専門医（認定医）
○基本領域の学会の研修期間を含め、通算5年以上の履
修を証明する研修記録簿の提出

● ●
５年

(参考資料）
　・各学会ホームページ
　・「日本専門医認定制機構概報（平成17年版）」（有限責任中間法人日本専門医認定制機構）
　・厚生労働科学研究費補助金「専門医制度におけるトレーニング等の質の確保に関する研究」（主任研究者：慶應義塾大学医学部内科教授　池田康夫）



 

 

 

 

 

医療法に基づく人員配置標準について 

 

 

 

 

 

 

 



人 員 配 置 標 準 に つ い て 

１．医療法における人員配置標準の考え方 

◆ 適正な医療を実施するためには一定水準以上の人員を確保する必要があることから、医療法では、病院及び療養病床を有

する診療所において有するべき人員の「標準」が示されている。 

 

注１） 人員配置標準を満たさない場合であっても、患者の傷病の程度、医療従事者間の連携等により、望ましい一定の医

療水準を確保することが十分可能な場合もあるため、最低基準ではなく、「標準」とされている。 

注２） 「標準」であっても、標準数を満たさない（標欠）医療機関は医療法に反することになる。 

注３） 診療報酬では、医療法における人員配置標準を踏まえ、手厚い配置であれば加算、標準を下回る配置であれば減算

されるなど、一定の経済的評価が行われている。 

 

＜病院等＞ 

○ 病院、療養病床を有する診療所は、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師等を有しなければならないとさ

れている。（医療法第２１条） 

○ 上記規定に基づき、医師、歯科医師、看護師等の員数の標準が定められている。（医療法施行規則第１９条、第２１条の２） 
 
＜特定機能病院＞ 

○ 特定機能病院は、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護師等を有しなければならないとされてい

る。（医療法第２２条の２） 

○ 上記規定に基づき、医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の員数が定められている。（医療法施行規則第２２条の２） 

 

 



２．人員配置標準の取扱い 

◆ 病院及び療養病床を有する診療所では、従業者の標欠があった場合には、直ちに業務停止とは連動させず、都道府県によ

る立入検査等の際に改善指導を行っている。 

 

◆ 人員配置の実効性を確保するため、第４次医療法改正により、医療従事者の数が人員配置標準を著しく下回り、適正な医療

の提供に著しい支障が生ずる下記の場合には、都道府県知事が人員増員命令や業務停止命令を行うことが可能になった。

（医療法第２３条の２、医療法施行規則第２２条の４の２） 

  ・ 員数の標準の２分の１以下である状態が２年を超えて継続しており、 

  ・ 都道府県医療審議会により都道府県知事が措置を採ることが適当と認められた場合 

 

◆ 特定機能病院の場合は、従業者の「員数」に違反があれば、厚生労働大臣は特定機能病院と称することの承認を取り消すこ

とができることになっている。（医療法第２９条第４項） 

 

３．これまでの人員配置標準の制定・見直しについて（主な制定・見直し事項） 

S23 医療法制定（人員配置標準の制定） 

S31 歯科医師の配置標準の制定（医師とは別に制定） 

S33 特殊病院（精神病院、結核病院）における配置標準の制定 

S58 特例許可老人病院における配置標準の制定 

H4 特定機能病院制度の導入に伴う配置標準の制定、療養型病床群の導入に伴う配置標準の制定 [第２次医療法改正] 

H10 病院薬剤師の業務の実態に合わせた配置標準の見直し 

H12 看護師の配置標準の見直し、病床区分の見直しに伴う配置標準の制定 [第４次医療法改正] 

H16 へき地等における医師確保支援の特別対策による配置標準の緩和 

 

 



医療施設別、病床区分別の人員配置標準について 

（注１）療養病床の再編成に伴い省令改正。平成２４年３月３１日までは、従来の標準である「６：１」が認められている。 

（注２）耳鼻咽喉科、眼科に係る一般病院の医師配置標準は、８０：１である。 

職        種  

病 床 
区 分 

歯科医師 
（歯科、矯正歯科、

小児歯科、歯科口腔

外科の入院患者を

有する場合） 

薬剤師 
看護師及び

准看護師 

看護 

補助者 
栄養士 

診療放射線技

師、事務員そ

の他従業員 

理学療法士 
医 師 

作業療法士 

一般 １６：１ １６：１ ７０：１ ３：１ ― 

療養 ４８：１ １６：１ 150：１
４：１ 
（注１） 

４：１
（注１）

一般病院 

外来 
４０：１
（注２） 

取扱処方せ

んの数 

７５：１ 

３０：１ ― 

病床数 100

以上の病院

に１人  
適当数 適当数 

病院の実状に応

じて必要と認め

られる数 

すべて 

（歯科、矯正歯科、

小児歯科、歯科口腔

外科を除く） 

の入院患者 

歯科、矯正歯科、

小児歯科、歯科

口腔外科の入院

患者 

 

すべての入

院患者 

 

すべての入

院患者 

 

入院 特定機能病
院 （病床区分

による区別

はなし） 

８：１ ８：１ ３０：１ ２：１ 
調剤数 

８０：１ 

（標準） 

３０：１

― 
管理栄養

士１人 
適当数 

２０：１
病院の実状に応

じて必要と認め

られる数 

外来 

― 

療養病床を有

する診療所  １人 ― ― 
４：１ 
（注１） 

４：１
（注１）

― 
適当数（事務

員その他の

従業者） 
― 

 



＜参考データ＞ 

○病院の従業者数の推移 （病院報告より） 

年度 Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ 

医師 165,094.1 166,616.7 167,365.8 169,769.2 174,261.2 175,897.3 177,613.2 180,022.3 

薬剤師 41,775 41,472 41,071 40,661 
38,987.6 

(40,198) 

38,804.2 

(41,057) 

39,282.6 

(41,377) 

40,119.6 

(42,618) 

看護師等 746,411 759,504 767,807 776,194 
758,780.3 

(792,124) 

761,600.1 

(803,393) 

767,021.7 

(811,538) 

769,514.5 

(818,580) 

 

○１００床当たり従業者数の推移 （病院報告より） 

年度 Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ 

全体 96.6 98.4 99.7 101.2 99.7 100.8 101.7 102.6 

医師 10.0 10.1 10.2 10.3 10.6 10.8 10.9 11.0 

薬剤師 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4(2.5) 2.4(2.5) 2.4(2.5) 2.5(2.6) 

看護師等 45.1 46.0 46.6 47.1 46.2(48.2) 46.7(49.3) 47.0(49.7) 47.1(50.2) 

 

○人員配置標準の遵守率（単位：％） （医療法第２５条に基づく立入検査結果より） 

年度 Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ 

医師 64.0 69.0 71.3 72.6 75.0 81.3 83.5 83.8 

薬剤師 68.2 82.9 84.9 85.4 84.1 88.0 89.6 90.7 

看護師等 97.9 98.1 98.7 98.0 98.3 98.8 99.1 99.3 

 

注） ・薬剤師・看護師等は、H13 以前の病院報告の調査では常勤換算が行われていない。H14 以降は常勤換算（括弧内は実人員）。 

・「看護師等」は、保健師、助産師、看護師、准看護師の計 

 



医療提供体制に関する意見（抄） 

 

平成１７年１２月８日 

社会保障審議会医療部会 

 

４．医療機能の分化連携の推進 

４－４ 医療施設の類型、医療施設に係る諸基準の見直し 

 
（４）人員配置標準 

○ 看護職員の人員配置標準について、医療安全の推進を図る観点から、特定機能病院に係る入院患者数に対する基準を

引き上げる（現行２．５対１）。 

  また、夜間帯の体制確保も考慮して人員配置標準を充実させることについて、検討することが必要である。 

○ 過疎地域等関係法による指定を受けた地域等、医師の確保が困難と判断できる地域に所在する医療機関について、都

道府県知事が、全国一律のものより緩やかな独自の医師配置標準を設定できる制度を新設する。 

○ 病院における外来患者数に基づく医師数の配置標準については、医師に応召義務があること等から、規定を置く合理

性が乏しいのではないかとの指摘がなされている。このため、医療法施行規則の当該規定の必要性については、紹介患

者を中心とした入院機能を求められる大病院における外来診療のあり方や、医師の配置状況に関する情報の患者への提

供等との関係も含め、医療施設体系のあり方に関する検討会において、併せて検討する。 

○ 医療機関が人員配置状況などの正確な情報を公開すること、例えば２（１）に前述した都道府県による医療機関の情

報の整理・公表が円滑に行われ、患者・国民が必要な情報をわかりやすく得られる環境の整備等がなされるのであれば、

人員配置標準について、これを緩和するなど廃止を含めた見直しも考えられる。しかし、現状においては上記のような

環境が整っていないことから、直ちに人員配置標準を廃止したり一律に緩和することは困難であるが、情報の開示を含

めた医療の安全や質の確保を担保できる別の方策との組み合わせにより何らかの見直しを行うことについて、今後の検

討が必要である。 

 



医療機能情報提供制度における人員配置に関する情報について

　 医療機関に対し、医療機関の医療機能に関する一定の情報について、都道府県への報告を義務付け、都道府県が情報を集約してわかりやすく提供する
仕組みを創設（平成１９年４月１日施行）

医療機関の医療機能に関する情報【病院】（ 抄 ）

３． 結 る事項 詳細医療の実績、 果に関す 注記、記載例等

病院の人員配置

基本職種別の人数
医師数、歯科医師数、薬剤師数、看護師及び准看護師数、助産師数、歯科衛生士数、診療放射線技師数、理学
療法士（PT）数、作業療法士（OT）数

外来担当数
医師数、歯科医師数、薬剤師数、看護師数及び准看護師数、助産師数、歯科衛生士数、診療放射線技師数、理
学療法士（PT）数、作業療法士（OT）数

病棟担当数
医師数、歯科医師数、薬剤師数、看護師及び准看護師数、助産師数、歯科衛生士数、診療放射線技師数、理学
療法士（PT）数、作業療法士（OT）数

看護配置（入院基本料） 病床別の看護配置の列記 一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核病床別の看護配置（入院基本料）

医療機関の医療機能に関する情報【診療所】（ 抄 ）

３． 結 る事項 詳細医療の実績、 果に関す 注記、記載例等

診療所の人員配置 基本職種別の人数
医師数、歯科医師数、薬剤師数、看護師及び准看護師数、助産師数、歯科衛生士数、診療放射線技師数、理学
療法士（PT）数、作業療法士（OT）数

看護配置（入院基本料） 病床別の看護配置の列記 一般病床、療養病床別の看護配置（入院基本料）
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